
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

経済團體としての都市の発展

宇賀田, 順三

https://doi.org/10.15017/14533

出版情報：法政研究. 1 (1), pp.1-102, 1931-03-30. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



経
済
團
體

こ
し
て

の
都

市

の
発
展

宇

賀

田

順

三

一
、

緒

言

二

.
都

市

の

地

域

一二
、
都

古
　
の

膨

脹

四

、
都

市

の
経
済
團
體

こ
し

て

の
発
展

五

、
結

語

一
、

緒

言

現
代
都
市
は
あ
ら
ゆ
る
観
点

か
ら
こ
れ
を
考
察
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
、
殊
に
行
政
法
上
に
於
い
て
は
都
市
の
攻
究
が
今

や
最
も
重
要
な
る
問
題

の

一
つ
と
な
り
つ
」
あ
る
、
元
よ
り
そ
の
如
何
な
る
原
因
に
依

つ
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な
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問
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経
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て
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発
展
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第

一
巻
第

一
號
)

C

二

れ
を
問
ふ
を
要
し
な
い
、
唯
、
数
に
は
現
代
都
市
が
地
域
團
罷
と
し
て
の
傳
統
的
城
廓
を
脱
出
し
て
以

て
経
済
團
體

と
し
て
獲
展
し

つ
曳
あ
る

こ
と
を
明
か
な
ら
し
め
ん
と
し
た
o

本
稿
執
筆
に
際
し
、
福
岡

縣
内
の
諸
資
料
に
就
い
て
は
、
福
岡

縣
商
工
課
長
高
田
賢
治
郎
氏
と
、
同
じ
く

地
方
課
勤
務
の
佐
藤
平

高
氏
と
に
依
り
多
大
の
便
宜
を
與

へ
ら
れ
た
、
鼓
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

二
、
都

市

の

地

域
⇔

「市

ハ
從
來

ノ
区
域

二
依
ル
」
(市
制
第

一
條

)

地
方
團
體

の
地
域
に
關
す
る
か
も
の
如
き
規
定
は
す
べ
て
の
地
方
制
に
於
い
て
殆
ど
例
外
な
く
設
け
ら
る
、
そ
の
所
謂
地
域
と
は

地
方
團
體

に
於
い
て
如
何
な
る
性
質
を
も
つ
て
ゐ
る
か
。

ロ
ー
ジ

ン
に
依
れ
ば
、
公
法
上
の
意
義
に
於
い
て
の
地
域

(
G
e
b
i
e
t

)
は
地
上
の

一
区
域
内
に
於
け
る
人
格
燈
殊
に
共
同
艦
に
属

す
る
所
の
支
配

(
G
e
b
i
e
t
e
n
,
"
 
H
e
r
r
s
c
h
e
n

)
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
歴
史
的
に
い
へ
ば
む
し
ろ
古
代
人

に
於

い
て
は
國
家

の
地
域

を
以
て
國
家
の
境
界

(
f
i
n
e
s

)
と
同
覗
し
た
。
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
依
れ
ば

マ
ル
ク

(
M
a
r
c
h
a

)

は
原
始
的
に
い
へ
ば
境
界
を
意
味
す

る
が
故
に
共
同
的

マ
ル
ク
の
う
ち
に
,
地
域
の
萌
芽
を
焚
見
す
る
こ
と
が
出
來
る
。



の

だ
が
、
か
く
の
如
き
言
語
學
上
の
考
察
は
ヒ
ユ
ー
ゴ
ー

。
プ

・
イ
ス
と
共
に
法
律
的
認
識
か
ら
遠

い
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
乍

ら
叉
國
法
學
上
の
文
献
に
於
い
て
地
域
の
本
質
を
究
明
せ
ん
と
す
れ
ば
、
地
域

の
本
質
は
完
全
に
國
家
と
の
關
聯

に
於
い
て
の
み
即

ち
國
家
と
地
域
と
の
法
律
上
の
性
質
に
關
し
て
の
み
換
言
す
れ
ば
地
域
高
椹

(
G
e
b
i
e
t
s
h
o
h
e
i
t

)
に
就
い
て
の
み
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ

る
、。
そ
れ
に
も
拘
ら
す

・
:
ジ

ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
地
域
高
樺

に
就

い
て
さ
～
未
だ
に
確
定
的
結
論
を
み

い
だ
し
て
ゐ
な
ぽ
。
從

つ
て
地
域
殊
に
地
方
団
体

の
地
域
に
就
い
て
も
亦
必
す
し
も
明
確
な
る
論
説
あ
る
を
聞
か
な

い
が
唯
々
都
市

の
地
域
に
就
い
て
の
み

は

・で
ー
ゼ

ル
以
來
こ
れ
を
論
じ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
今
日
の
意
味
に
於

い
て
の
都
市
の
名
稻
は
國
家
の
名
稻
よ
り
も
古
く
存
し
た

が
故

に
今
日
の
意
味
に
於
い
て
の
政
治
的
共
同
團
體

は
國
家
に
於

い
て
よ
り
も
む
し
ろ
古
く
都
市
に
於
い
て
具
膣
化
さ
れ
た
か
ら
で

⑲

あ
る
。
モ
ー
ゼ

ル
に
於

い
て
は
都
市
と
地
域
と
の
間
に
特
別
関
係

あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
。
ギ
ル
ケ

に
於
い

て
は
、
都
市
は
附
属
地

と
住
民
と
を
持
ち
固
有
に
生
成
せ
る
地
域
と
し
て
領
土
の

一
般
的
編
成
か
ら
あ
ら
は
れ
た
も
の
呑
あ
る
、
從

つ
て
都
市
の
言
葉
は
唯

単
に

外
部
的
に
適
當
な
る
佳
所

(
S
t
a
t
t
e

)
を
表
現
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
法
律
的
に
適
當
な
る
地
域
的

・
物
的
統

一
髄
を

表
現
し
て
ゐ
る
、
こ
の
意
味

に
於

い
て
都
市
は
叉
新
な
る

一
種
の
地
域
態
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
更
に
プ

ロ
イ
ス
に
於
い
て
は
地
域

団
体

の
原
型
と
し
て
の
都
市
の
発
展
過
程
の
考
察
か
ら
地
域
團
龍
の
観
念
を
決
定
す
る
た
め
に
地
域
団
体

を
條
件
づ
け
る

『
地
域
』

働

の
観
念

に
就
い
て
次
の
如
く
之
を
解
説
し
た
。
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紹
瀕
團
體
と
し
て
の
都
市
の
発
展

(第

一
巻
第

一
號
)

c

四

一
、
特
殊
な
る
事
門
的
意
義
に
於
い
て
の
地
域
の
観
念
は
特
別
的
に
社
會
法
的
観
念

で
あ
る
こ
と

二
、
地
域
の
観
念
は
法
律
的
観
念
で
あ
る
、
全
腿
の
●
そ
の
地
域
に
対
す

る
関
係

は
法
律
的
関
係

で
あ
る

こ
と

三
、
客
槻
的
権
利

の
統

一
饅
と
し
て
の
地
域
は
主
観
的
権
利

の
統

一
即
ち
團
體

に
対
し

て
ゲ
ノ
ツ
セ

ン
シ
ヤ
フ
ト
的
要
素

の

壌
搾
を
以
て
相
互
作
用
を
な
す

こ
と

四
・
地
堀

帆

離
ー
ン謄
.
ガ
生
成
過
程
に
於
け
る

一
要
素
で
あ
る
・
從
つ
て
発
展
的
團
體

の
要
素
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と

プ

・
イ
ス
は
、
ギ
ル
ケ

の
跡
を
う
け
て
こ
れ
を
詳
述
し
た
、
即
ち
團
體

の
人
的

・
物
的
要
素
の
分
離
し
が
た
い
組
織
的
結
合

は
南
者

の
獲
展
史
的
透
徹
に
基
礎
つ
く
も
の
と
す
る
、
し
か
し
乍
ら
か
く
の
如
き
発
生

的
透
徹
は
組
織
的
生
成
過
程
の
う
ち
に
於
い

て
の
み
可
能
に
し
て
、
郎
ち
組
織
的
生
成

の
所
産
と
し
て
の
み
存
し
、
人
爲
的
恣
意

の
所
産
た
る
こ
と
を
許

さ
な
い
、
換
言
す
れ
ば

地
域
團
體

即
ち
磯
展
的
團
體

は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ヤ
フ
ト
的
及
び
物
的
歴
搾
過
程
の
相
互
作
用
を
以
て
成
立
し
組
織
的
透
徹
の
う
ち
に

人
的

・
物
的
権
利

統

一
艦
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
、
從
つ
て
地
域
は
、
そ
の
発
生
及
び
存
立
に
於
い
て
團
體
的
統

「
艘
に
対
し
ゲ

⑳

・
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
歴
搾
と
不
分
離
的
に
結
合
し
た
る

・
社
會
法
上
の
物
的
統

一
罷
で
あ
る
。

地
域
団
体

及
び
地
域
の
観
念
決
定
に
就

い
て
プ

・
イ
ス
が
、
地
域
團
罷

の
原
始
的
型
態
と
し
て
中
世
都
市
を
取
入
れ
た
事
は
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
都
市
の
中
世
以
後
の
発
展

に
於

い
て
所
謂
地
域
高
樺
の
問
題
が
最
も
重
視

せ
ら
れ
從
つ
て
、
か
く
の
如
,



き
地
域

の
存
在
は
地
域
高
椹
を
包
含
す
る
や
、
即
ち
地
域
高
権

を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
や
が
極
め
て
著
し
く
論
争
せ
ら
れ
た
。
プ
'

ロ
イ
ス
は
こ
の
點

に
於

い
て
地
方
團
體

(
G
e
m
e
i
n
d
e

)
を
他
の
國
家
、
邦
と
区
別
し
.
各
種
類
の
地
方
團
體

は
地
域
高
樺
な
き
地

㈹

域
團
體

で
あ
る
と
な
し
た
。
即
ち
プ

ロ
イ
ス
は
そ
の
名
著
G
e
m
e
i
n
d
e
,
 
S
t
a
a
t
,
 
R
e
i
c
h
 
a
I
s
 
G
e
b
i
e
t
s
k
5
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t
e
n
.
 
1
8
8
9

の
終

末
に
及
ん
で
、地
方
団
体

か
ら
地
域
高
樺
を
奪

ふ
の
反
動
的
態
度
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
鼓
に
問
ふ
べ
く
も
な

い
・
か

く
の
如
き
プ
ロ

イ
ス
の
意
見
即
ち
國
、
邦
の
如
き
地
域
團
體

に
は
地
域
高
樺
を
認
む
る
が
都
市
の
如
き
地
域
團
體

に
於
い
て
は
こ
れ

を
認
め
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
に
対
し

て
、
他
の
多
数
の
學
者
は
地
方
團
體

が
そ
の
地
域

の
上
に
國
家
よ
り
傅
來

せ
る
支
配
樺
あ
る
を
認

尚

め
て
ゐ
る
。
元
來
、
地
域
を
中
心
と
し
て

一
定
の
支
配
棲
が
地
域
そ
の
も
の
に
物
的
に
追
随
し
て
存
す
る
や
否
や
を
問
題
と
し
た
の

は
領
土
第

】
主
義
的
思
想

の
表
現
に
過
ぎ
な
い
、
こ
の
観
點

に
於
い
て
云

へ
ば
、
プ

ロ
イ

ス
の
如
く
、
國
、
邦
等
の
高
級
地
域
団
体

に
地
域
高
樺
を
み
と
め
る
所
説
及
び
他
の
學
者

の
如
く
下
級
地
域
團
體

に
も
傳
來
的
地
域
高
樺
を
有
す
と
な
す

所
説
は
そ
れ
自
身
再

吟
昧
せ
ら
る
べ
き
飴
地
を
持

つ
て
ゐ
る
。
最
近
の
地
方
制
立
法
例
若
く
は
地
方
制
草
案

に
於
い
て
は
こ
の
窯

に
關
し

丁
公
法
的
権
力

、

σめ

ノ
支
持
者

へ
公
民
全
鐙

ト
ス
L

の
規
定
を
持

つ
に
至
つ
た
。
即
ち
地
方
團
體

の
自
治
的
権
力

が
地
域
の
上
に
存
す
る
や
若
く
は
公
民

(
又
は
全
住
民

)
の
上
に
存
す
る
や
は
今
や
争
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
乍
ら
こ
の
問
題
は
こ
、
に
於
い
て
は
・
自

治
的
権
力

も
亦
そ
の
階
級
性
か
ら
論
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

地
方
團
罷
に
於
け
る
か
く
の
如
き
高
樺
は
そ
の
階
級
暦
に
存
す
る
こ
と

経
済
團
體

と
し

て
の
都
市

の
翼
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

五



経
済
團
體

と
・し
て
の
都
市
の
資
展

(
第

一
巻
第

一
號

)

C

六

を
記
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。
何
と
な
れ
ば
、
地
方
團
體

殊
に
都
市
の
地
域
に
於
け
る
高
樺
の
所
属
に
就

い
て
は
當
面
の
問
題
と

し
て
は
論
す
べ
き
必
要
を
み
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
プ
ロ
イ
ス
の
地
域
に
關
す
る
概
念
は
現
代
都
市
に
於
い
て
も
尚
考
慮
せ
ら

る
べ
き
必
要
が
あ
る
。
都
市
の
地
域
に
就

い
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
は
次
の
二
窯
で
あ
る
。

一
、
都
市
の
地
域
は
固
定
的
で
な
い
こ
と
、
都
市
の
地
域
の
固
定
的
で
あ
る
か
否
か
は
歴
史
的
事
實
を

み

れ

ば

最
も
明
か
で
あ
6

る
。
歴
史
的
事
實
に
依
れ
ば
都
市
が
ブ
ル
ク
叉
は

シ
テ
ー
と
し
て
発
生

存
立
し
た
る
と
き
は
そ
の
地
域
は

一
ケ
の
限
定
的

・
固
定
的

性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
。
し
か
し
乍
ら
都
市
の
獲
展
過
程
に
於

い
て
は
そ
の
地
域
が
何
等

の
固
定
性
を
有
せ
ざ

る
こ
と
を
示
し
た
。
吏

に
近
代
都
市
の
地
域
は
固
定
的
で
な
い
の
み
な
ら
す
、
地
域
そ
れ
自
身
が
プ
ロ
イ
ス
の
云
ふ
如
く
、
純
粋
に
客
観
的
権
利

の
統

一
塩

と
し
て
み
ら
る
べ
き
も
の
な
る
や
否
や
も
亦
疑
問
と
せ
ら
る
」
に
至
つ
た
。

二
、
都
市
の
地
域
は
発
展
的
で
あ
る
こ
と
、
都
市
の
地
域
の
固
定
的
で
な

い
こ
と
は
同
時
に
都
市
の
地
域

の
発
展
的
膨
脹
的
で
あ

る
こ
と
を
示
す
、
都
市
の
地
域
が
発
展
性
を
帯
ぶ
る
こ
と
は
近
代
に
至
つ
て
釜

々
顯
著
に
な

つ
た
、
そ
の
獲
展

的
膨
脹
的
で
あ
る
こ

と
は
、
プ

・
イ
ス
が
地
域
を
以
て
團
體

の
生
成
過
程
に
於
け
る

「
要
素
と
み
と
め
た
こ
と
で
明
か
で
あ
る
。
し

か
し
乍
ら
プ

ロ
イ
ス

は
如
何
な
る
原
因
に
依

つ
て
又
何
れ
に
向
つ
て
獲
展
す
る
か
に
就
い
て
は
こ
れ
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
。

都
市
の
地
域
が
固
定
的
に
あ
ら
す
し
て
獲
展
的
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
」
に
都
市
が
如
何
に
膨
脹
す
る
か
叉
如
何
な
る
方
向
に
向

つ



て
獲

展

す

る

か

を

攻
究

せ
し

め

る
。

④

市
制
の
み

な
ら
す
府

縣
制
、
町
村
制

に
於

い
て
も
亦
区
域

の
規
定
な
定

め
六
ろ
理
由
及
び
区
域
の
意
義

如
何

に
就

い
て
に
市
町
村

に
關

す
る
限
リ

「
市
制
町
村
制
理
由

」
に
示

さ
れ

て
ゐ
ろ
。
郎

ち
こ
れ

に
依
れ
ば

「
此
法
制

チ
施
行

セ

ン
ト
ス
ツ
ニ
ハ
必
先

ッ
地
方
自
治

ノ
瞳

チ
造
成

セ
サ

ル
(
カ

ラ
ス
地
方

ノ
自
治
匪

ハ
特

立
・
組
織

ヲ
有

シ
…
…

ソ
ノ
機
關

ハ
法
制

ノ
定

ム
ツ
所

二
・
ツ
テ
組
織

シ
…
…
自
治
区

ハ

法

人
ト

シ
…
…

ソ
ノ
区
域
内

ハ
自

ラ
独
立

シ
テ
之
チ
統
治

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
然

リ
ト
難

モ
其
区
域

ハ
素

ト
國
ノ

一
部
分

ニ
シ
テ
國

ノ
統

轄
ノ

下

二
於
テ
其
義
務

ヲ
蓋
サ

b
ル
チ
得

ス
…
…
」

と
し
れ
。

而
・し
て
叉

「
市
町
村

ノ
匠
域

ハ

一
方

二
在

テ

ハ
國
土
分
書

ノ
最
下
級

ニ
シ
テ
即

國

ノ
行
政

隔
劃

タ
リ

一
方

二
在

テ

ハ
蜀
立

シ
タ

ル
自
治
體

ノ
彊
土
タ
リ
其
彊
土

ハ
自
治
體

力
公
法

上
ノ
権

利
テ
執
行

シ
義
務

ヲ
践
行

ス
争

ノ
匪
域

ナ
リ
、
故

二
市
町
村

ノ
区
域

ハ
從
來

ノ
成
立

チ
存

シ
テ
之

テ
変
更

セ
サ

〃
コ
ト
チ
以

テ
原
則

ト
ス
」
然
し
乍
ら

「
町
村

ノ
力
貧
羽

ニ
シ
テ
其
員
澹

二
堪

ヘ
ス
自
ラ
独
立

シ
テ
其
本
分
テ
盤

ス
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ト
キ
」

に
之
々
合
併

す
う
な
以
て
法
律

の
莫
望

す

ろ
所

こ
し
れ

(
市
制
、
町
村
制
理
由
)
、

こ
L
に
日
本
地
方
制
に
謂
ふ
所

の
区
域
は
明
瞭

に
示
さ
れ

て
ゐ
る
。

 
R
o
s
i
n
,
 
D
a
s
 
R
e
c
l
r
t
 
d
e
r
 
o
e
f
f
e
n
t
i
i
c
h
e
n
 
G
e
r
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
.
 
1
8
8
6
.
 
8
.
 
4
4
.

ロ
ー

ジ
ン
に
依
れ
ば
地
域

の
概
念
は

一
定

の
地
域
に
於

い

て

一
定

の
地
域
に
対
す

る
法
律
上
の
支
配

の
有
無

の
事
實
に
依
つ
て
の
み
決
す

べ
き
も

の
で
あ
ろ

こ
す
ろ
、
從

つ
て
か
く

の
如
く

し
て
地

域

の
概
念
な
決
定
す
れ
ば

、
地
方
団
体

に
國
家
と
同
様
に
そ

の
地
域
な
有
す
ろ
こ
と

エ
な

ろ
、
即
ち

ロ
ー
ジ

ン
に
依
れ
ば
地
方
團
體

ほ
國

経
済
團
體

こ
し
て

の
都
市

の
聚
展

(
第

一
巻

第

一
號
)

C

七



経
済
団
体

と
し
て

の
都

市

の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

八

家

の
領
域

の

一
部

を
独
立
な

ろ
地
方
団
体

地
域

と
・し
、

こ
の
地
城
内

に
於

い
て
そ

の
地
方
團
體

懐
な
行
使

す
ろ
。

こ
の
意
味

に
於

い
て
、

領
土

の
原
則
q
u
i
d
 
e
s
t
 
i
n
 
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
o
,
 
e
s
t
 
e
t
i
a
m
 
d
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
o

は
、
國
家
に
於

け
ろ
よ
う

に
、
地
方
團
體

に
於

い
て
も
亦
適

用
ぜ
ら

ろ

エ
と
な

す
。
(
R
o
s
i
n
,
 
i
l
i
i
d
.
 
S
.
 
4
7
.

)

Z
a
c
h
a
r
i
a
e
.
 
K
.
S
.
,
 
V
i
e
r
z
i
g
 
B
i
i
c
h
e
r
 
v
o
m
 
S
t
a
a
t
.
 
1
8
2
0
.
 
B
d
.
 
1
.
 
S
S
.
 
2
9
2
.

(

B
r
u
n
n
e
r
.
 
1
1
.
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
R
e
c
h
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
i
t
e
.
 
1
8
8
7
.
 
I
.
 
B
d
.
 
S
.
 
1
0
6
.

プ
〃

ン
ナ
ー
は

ヵ

ロ
リ

ン
時
代

に
於
け
る

マ
〃
ク
の
意

(
味
に
就

い
て
こ
う
云

つ
て
ゐ
る
。

ヘ
ル
ソ
ー
ク
の
鎭

定
以
來

.
危
険

に
昭

つ
六
國
境
を
守
備

ぜ
ん

が
れ
め
各
個
の
グ
ラ

ー
フ

の
手

に
大

い

な

る
権

力
な
握
ら
し
め
る
必
要

を
生
じ
六
、
即
ち
境

界
保
護

の
組
織

の
六
め
に
定
め
ら
れ
た
る

地

域

は
國
法
上

の
意
義
に
於
け
ろ

マ
〃

ク

(
m
a
r
c
a
,
 
l
i
m
e
s

)
な
形
成

し
た
'o

(
B
r
u
n
n
e
r
,
 
D
.
 
R
.
 
1
8
9
2
.
 
I
I
.
 
I
3
d
.
 
5
.
 
1
7
1

)

P
r
e
u
s
s
 
I
1
.
,
 
G
e
m
e
i
n
d
e
,
 
S
t
a
a
t
,
 
R
e
i
c
h
 
a
l
s
 
G
e
h
i
e
t
s
k
o
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t
e
n
.
 
1
8
8
9
.
 
S
.
 
2
6
3
.
 

r

、

P
r
e
u
s
s
,
 
i
b
i
d
 
,
 
S
.
 
2
6
4

(R
o
s
i
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
4
5

M
o
s
e
r
 
J
.
 
J
.
,
 
V
o
n
 
d
e
r
 
t
e
u
t
s
c
h
e
n
 
R
e
i
c
h
s
t
a
n
d
e
 
L
a
n
d
e
n
.
 
1
7
6
9
.
 
S
.
 
2

モ
ー
セ
ル
に
依
れ

ば
T
e
r
r
i
t
o
r
i
u
m

の
概

念
の
う

ち
に
にL
a
n
d

と
G
e
h
i
e
t
と
が
含
ま
れ
、
L
a
n
d
は
福
要
な

る
範
囲

ミ
固
有
な

る
領
主
ミ
少
く

ミ
も
敷

ク
.の
官
庁

な
有
す
る
所

の
地
方
な
指

し
、



G
e
b
i
e
t

一
つ
の
若
く
は

二
、

三

の
小
地
方
な
持

つ
て
唯

一
の
官
庁

な
有
す
ろ
所

の
匠
域
な
指
す
。
郎

ち
G
e
b
i
e
t
は

都
市

の
大
小
々
問
に

す

し
て
用
ゐ
左
言
葉
で
あ
ろ
が
故

に
、
G
e
b
i
e
t
は
小

テ
リ
ト
リ
ウ

ム
の
意
義

な
持

つ
て

ゐ
六
、
從

つ
て
都
市
と
G
e
b
i
e
t
との
間

に
特
別

な

る
関
係

あ
ろ
も
の
と

し
れ
。

美

濃
部
博

士
、
行
政
法
撮
要
上
答
昭
和
二
年
版
、

二
八
四
頁
、
三
〇
〇
頁
、

同
様
な

ろ
見
解
に
立
て
ろ
學
説

に
頗

る
多

い
o

そ
の
二
三

な
墨
げ

れ
ば
、

殊

ドト
旦
取
近

ドト
勘於

い
イ
¥
。ヘ

ー

タ

ー

ス

R
μ
A
「
口
目

の
意
義

に
於

い
て
の
地
方
團
體

な
定
義
し
て
、
地
方
團
體

は
自
治
権

な
有
し
國
家

か
ら
傳
來

ぜ
ろ
支
配
樺

を
以
て

一
定
地
域

に
対
し

臨
む

所

の
公
法
上
の
團
體

な

る
旨

を
蓮

べ
六

ペ
ー
タ
ー

ス
に
依
れ
ば
.
地
方
團
體

に
於

い
て
地
域
に
支

配

の
目
的

純
濟
團
龍

と
し
て

の
都

市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

c

九

 (Iierke, G
enosscnshaftsreclrt. II. B

d. S. 575.

Preuss, ibid., SS. 320-321.

Preuss, ibid.. S. 321. 

Preuss, ibid. S., 409.

I,oening E
., I.ehrbuch des I)eutschen V

er valtongsrecht. 1884. S. 154. H
einer. F., Institutionen des

I)e, lschen V
erw

altungsrechts. 1922. S. 105. Schoen P., I)as R
e:,ht der K

om
m

unaive.rba,ndc in Preassen. 1897. S. 71.

Peters I I , G
renzen der K

om
inun:lien SelL

stverw
altung in Preussen. 1920. S. 54.

(Peters, ibid., S. 54.)



経
瀦
團
體

と
し
て
の
都
市
の
発
展

(
第

一
谷
第

一
號
〕

C

一
〇

物
で
あ
リ
、
す
べ

て
の
場
合

に
於

い
て
地

域
に
地

方
團
體

の
基
礎

を
な
し

て
ゐ
る
。
從

つ
て
何
人
も
亦
如
何

な
う
も
の
も
當
該
地

方
團
體

内

に
あ
ろ
間
に

そ
の
支
配
椹
か
ら
免
れ

る
こ
と
に
出
來
な

い
、

(
憎
①
萎

♂
凶=
島
・"
㏄
・
呂
・)
即
ち

ペ
ー

タ
ー
は
現
在

に
於

い
て
地
方
團
體

の
支

配
樺
が
國
家

か
ら
傳
來

ゼ
う
も
の
な

り
こ
の
學
説

の
中
心
な
な
す
も
の
ご
云
ひ
得
る
。

14

公
法
的
樽
力
の
支
持
者

に
何

わ
に
あ
ろ
か
は
、
當
面
の
大

き

い
問
題

の

一
つ
で
あ

ろ
。
郎

ち

「
公
櫨

ノ
支
持
者

ハ
全
住
民
ト

ス
」
と

一

(
九

二
六
年
七
月
八
日
の
チ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地
方
制

第
十
四
條
第

一
項
が

こ
れ
な
明

か
に
・し
れ
。
チ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地

方
制
に
於
け

る
・
、
の

規
定

は
最
近
立
法
例
に
於

い
て
に
最

も
注
目
す

べ
き

も
の
で
あ

ろ
。
但
し
第

一
項
後

段
に
於

い
て
公
椹
支
持
者

の
範
囲

に
法

定
の
選
挙

槽

及

び
投
票
権

な
有
す

ろ
住
民
な

ろ
べ
き
も
の
と
・し
た
。
更

に
第
二
項
に
於

い
て
住
民
ご
に
地
方
團
體

区
域
内

に
居
住
す
る
者
な

ろ
旨

を
定

め
れ
。

こ
の
意
味

に
於

い
て
云

へ
ば

チ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地

方
制
に
地
方
團

龍
の
支
観
樺

の
蹄

屡
問
題

に
就

い
て

一
展
開
な
與

へ
六

も
の
で

あ
ろ
。
同
様
な

る
條
文
は
叉
獨
逸

都

市
會
議
起
草
の
獨
逸

市
制
草
案
第

八
條

に
設
け
ら
れ

て
ゐ
る
。

(
獨
逸
市
制
草
、案
、
九
州
肖
治
政

研

究

會

「
研
究
と
報
告
」

昭
和
五
年
十
月
創
列
號
七
八
頁
)

二
、
都

市

の

膨

脹

都

市
膨
脹
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
例
を
圭
と
し
て
獨
逸

に
と
る
。
元
よ
り
都
市
の
膨
脹
は
猫
り
獨
逸

に
於

い
て
の
み
に
限



①

ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
獨
逸

都
市
は
、
世
界

の
主
た
る
農
業
國
家
か
ら
世
界

の
主
要
な
る
工
業
國
家
、
商
業
國
家
に
韓
化
し
て
以

て
、
獨
逸
を
し
て
急
速
度
に
世
界
経
済

に
編
制
替

へ
せ
し
め
た
獨
逸
経
済

の
変
革
過
程
か
ら
生
じ
た
塵
の
、獲
展
的
所
漁
と
し
て
特
に

攻
究
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

獨
逸

都
市
の
膨
脹
は
次
表
に
依

つ
て
示
さ
れ
る
。

第

一
表

地

方
團
體

の

階

級

別

に

依

る
獨
逸

人

口

人

口

調

査

年

次

一

八

七

一

年

一

八

八

五

年

一

九

〇

〇

年

一

九

〇

五

年

地
方
小
團
體

臥
二
〇〇
〇
以
下

人

口

δ
O
O
人

二
六
三
九

二
山ハ三
老

二
毫
茜

二
五八
二
二

%杢

・九

五
六
・
二

四
五
・
七

四
二
・
六

地

方
都
市

臥

二
〇〇
〇
⊥

8

0

♂
知

%

吾
八
七

三
・囚

五
八
〇
六
一

一
二
●
四

六
益

六

三
i

七
三
九
　

=
・八

一

小

都

市

臥
吾

0
0
ー

二
〇
〇
〇
〇

中

都

市

臥
二〇
8

0⊥

O
O
O
8

大

都

甫

人

口

δ
O
O
人

巫

。。§
呈

里

八
八

六
〇
釜

七
夫
六

八
三
三
四

%

人

口

δ
O
O
人

=

・
二
　

三

四
七

三
・
九

三
・囚

三
毛

囚
暴

一

七
二

一

七
八
毛

%

人

口

δ
O
O
人

七
・
七

蘂
完

%囚
・
八

八
・
九

四
囚
四
六
一

九
●
就

一

三

・
山ハ

九
三
〇

只
・
二

三
・九

二
就
。⊥

充
・
0

全

人

口

人

口

δ
O
O
人

四
6
;

国
交
巽

五
六
三
杢

六
〇
六
空

%
δ
O

δ
0

δ
O

δ
0

纒
濟
團
龍

と
し

て
の
都
市

の
費
展

(
第

一
谷
第

一
號

)

C

一
一



紐
濟
團
體

こ
し
て

の
都
市
の
発
展

(第

一
巻
第

一
號
)

C

一
二

一

九

一

〇

年

二
発
轟

四
〇
・
O

七
二突

一

九

一

九

年

二
毛

三
四

三
七
・
六
`

一

九

二

五

年

六
七
四
八

二
二
二
充

三
鉱
・
六

六
七
五
三

二

・
二

二

・
二

一
〇
・
八

空

七
二

八四
四
五

西

・
一

西
・
0

八
充
六

三
ユ

八
六
夫

八
四
毛

金

三
二

二
言
四

三
・
九

三

・
ヒ

ニ
ニ八
二
三

二
三

再

西
〇
五
八

二
三
・
三

天
七
=

二
六
・
八

六
四
九
二
六

六
〇
国
三

六
二
四
二

「

一〇
霧

δ

0
お
O

0

第

二

表

猫

'
逸

大

都

市

の

人

ロ

増

加

都

市

名

伯

林

ハ

ン

プ

ル

ク

ケ

ル

ン

ミ

ユ

ン

ヘ

ン

ラ

イ

プ

チ

ツ

ヒ

ド

レ

ス

デ

ン

ブ

レ

ス

ラ

ゥ

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

ア

ム
●
マ

イ

ン

一

九

〇

〇

年

末

一
〇
C
e
入

一
八
八
八

七
霊

毛

二

四
九
九

里
六

二
九
六

四
二
二

二
八
八

一

九

一

〇

年

末

一
C
G
O
入

二
〇
七
}

九
差

垂
六

究
六
…

五
八
九

茜
八

五
三

四
西

一

九

二

四

年

末

一〇
〇
〇
人
.

三
九
九
〇

δ
八
九

交

六

六
八
誠

六
七
〇

六
一二

蓋
二

四
七
二 下}

一

九

二

八

年

末

乙

O
e
人

`

四
二
九
七

..

三
三

戸

=

三
三

.「

七
三
二

七
δ

究

O
.

山茎六
〇七

垂

O



エ

ツ

セ

ン

O

ド

ル

ト

ム

ン

ド

デ

ユ

セ

〃

ド

〃
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経
済
團
體

こ
し
て

の
都

市
の
発
展

(
第

一
巷
第

一
號
)

C

エ

ハ

①

第

三

表
獨
逸

大
都
市
の
編
成
替

(
地
域
変
更

)
に
依
る
面
積
増
加

都

市

名

一一

一
九

〇
〇

年
末
即
ち

一

九
〇
〇
年

か
ら

一
九
〇

一
年
に
於
け

ろ
市
地
域

面
積

(
ヘ
ク
タ
ー

ル
)

伯

林

ハ

ン

ブ

ル

ク

ケ

ル

ン

ミ

ユ

ン

ヘ

ン

ラ

イ

プ

チ

ツ

ヒ

ド

レ

ス

デ

ン

プ

レ

ス

ラ

ゥ

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

ア

ム
●
マ

イ

ン

ヱ

ツ

セ

ン

ド

ル

ト

ム

ン

ド

デ

ユ
ツ

セ

ル
ド

〃
フ

六
三
四
九
●
五

七
六
九
〇
三

=

=
0
・
九

八
究

六
・
六

毛
〇
七
圭

四
〇
宍
・
二

三
六
〇
六
●
四

九
三
八
九
●
九

九
六
六
・
三

毛

六
六
・
三

四
八
六
三
●
六

一
九
〇
〇
年
末

か
ら

一
九
二
八
年
に
於
け

ろ

編

成
替
に
依

る
面
積
壇
加

壇

加

面
.

積

(
ヘ
グ

タ

ー

ル
)

八
二
〇
一八
●
五

棄

七
六・
O

両

9
三
●九

八
八
三
・
四

茜
売
毛

六
八
美

・
九

一
三
九
〇
二
・
六

お

宅
二
・
六

八
全

六
・
九

ニ
ハニ
九
七
・
0

六
一元
四
■
九

一
九
〇
〇
年
末
即
ち

一

九

〇
〇
年
か
ら

一
九
〇

一
年

の
面
積
の

(
%
)

三
九
一毛

七
六
・
四

三
六
ま

δ

一
・
三

九
六
・
O

毛
?
O

三
金

・
五

δ
七
・
三

九
ニ
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六

五
八
九
ユ

三
九
・
四

一
九

二
八
年
末
即
ち

一

九

二
八
年
か
ら

一
九
二

九
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に
於
け

ろ
市
地
域

面
積

(
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ク
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八
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ヒ

ス

臓

ハ
ー

フ
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ン
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ラ

イ

ウ
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ソ

ソ

ハ
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ゲ
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〇
八
二
・
九

三
五
七
七
〇
四

=
託

・
六

五
六
二
八
・九

七
八
〇
・
六

善
九
・
八

三
〇
●三

六
七
=
・八

三
三
五
八
●
O

就
六
8

圭

二
三
四
六
●
八

N二
七
四
・
七

美
晃
・
九

三
二
八
五
●
四

實
に
第
十
八
世
紀

に
於
け
る
獨
逸

都
市
に
し
て
人
ロ
十
萬
以
上
の
所
謂
大
都
市
と
唱
ふ
る
虜
は
僅
か
に
伯
林

と

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
過

ぎ
な
か
つ
た
が
、

一
八
七

一
年
に
至
つ
て
、
伯
林
の
人
ロ
は
八
十
二
萬
六
千
三
百
四
十

一
人
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
は
二
十
三
萬
九
千
百
七

人
、
こ
れ
に
大
都
市
と
し
て
ブ
レ
ス
ラ
ウ
、
ド

レ
ス
デ

ン
、
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
、
ケ
ル
ン
、
ケ
ー
ニ
ス
ベ
ル
ク
、

ラ
イ
プ
チ
ツ
ヒ
の
六
都

市
を
数
ふ
る
に
至
つ
た
。

N
八
八
〇
年
以
來
に
於

い
て
は
、
獨
逸

人
の
海
外
移
佳
の
緩
和
と
地
方
農
民
の
工
業

地
帯

へ
の
進
出
と
が

獅
逸
人
口
の
都
市
的
移
動
を
急
速
な
ら
し
め
て
、
蝕
に
所
謂
大
都
市
の
出
現
を
み
る
に
至
つ
・た
。
從
つ
て
大
都
市
の
人
ロ
増
加
は
、

経
済

國
鷺

ご
・し
て
の
都

市
の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

一
九



経
済
團
體

こ
し

て
の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻

第

一
號
)

C

二
〇

⑥

人

ロ
の
自
然
的
増
加
の
外
に
、
人
口
の
外
部

か
ら
の
流
入
郎
ち
地
方
人
の
到
來
に
依
つ
て
生
じ
た
。

こ
れ
を
欧
洲
大
戦
前
に
就
い
て
み
れ
ば
、
獨
逸

全
土
に
於
い
て
所
謂
大
都
市
は
既
に
五
十
ケ
所
を
数

へ
、

こ
九
に
包
含
す
る
人
ロ

は
欄
逸
全
人
ロ
の
二
割
二
分
に
達
し
た
。
し
か
る
に
職
時
中
に
於
け
る
大
都
市

の
嚢
達
は

一
時
的
退
歩
を
み
る
に
至
つ
た
。
殊
に

ハ

ン
ブ
ル
ク
の
如
き
は
そ
の
最
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
武
器
製
造
若
く
は
軍
需
品
製
造
を
主
要
任
務
と
す
る
大

都
市
は

一
時
的
隆
盛
を
み
る
に
至
つ
た
、
大
職
後
に
於
い
て
大
都
市
の
人
ロ
移
動
は
職
前
の
如
き
も
の
で
な
く
な

つ
た
。
從

つ
て
、

戦
後

の
大
都
市
は
自
ら
の
人
口
の
自
然
的
増
加
に
依
つ
て
極
め
て
微

々
と
し
て
進
ん
だ
。
が
、
こ
」
に
近
代
的
都
市

の
膨
脹
と
し
て

最
も
興
味
あ
る
慮
の
都
市
の
地
域
変
更

即
ち
地
域
の
編
成
替
に
依
つ
て
著
し
い
獲
展
を
み
る
に
至
つ
た

(第

三

表
)。
叉
、
戦
前
と

戦
後
と
の
國
内
移
動
に
就

い
て
の
特
徴
は
、
職
後
に
於
い
て
は
、
職
前
に
比
し
、
家
族
移
動
よ
り
も
輩
個
移
動
が
多
く
な
り
、
移
動

人
口
の
性
別
に
就
い
て
は
、
戦
後
に
於

い
て
女
子
の
移
動
が
極
め
て
著
し
く
な
つ
た
。
即
ち

前
者
は
大
都
市

に
於
け
る
佳
宅
訣
乏
が

原
因
し
、
後
者
は
大
都
市
に
於
け
る
女
子
労
働
者
の
需
要
が
原
因
を
な
し
て
ゐ
る
。

實

に
獨
逸
は
ヴ

ヱ
ル
サ

ユ
條
約
に
依

つ
て
若
干
の
領
土
を
奪
は
れ
た
外
に
更
に
三
つ
の
大
都
市

(
ス
ト
ラ

ス
ブ

ル
ク
、
ポ
ー
ゼ

ン

ダ

ン
チ
ツ
ヒ
)
を
失
ふ
に
至
つ
た
が
、

一
九
二
五
年
に
於
い
て
は
尚
人
口
十
萬
以
上
の
大
都
市
四
十
五
を
数

へ
、
大
都
市
に
於
け
る

人
口
は

一
九

「
O
年
か
ら

一
九
二
五
年
に
至
る
ま
で
で
凋
逸
全
人
口
の
二
割
三
分

一
厘
か
ら
二
割
六
分
八
厘
に
上
っ
た
。
更
に

一
九



二
九
年
七
月
に
於

い
て
は
全
人
口
の
二
割
九
分
五
厘
が
大
都
市
人
ロ
を
占
め
て
ゐ
た
。
か
く
し
て

一
九
二
八
年
に
於

い
て
は
大
都
市

五
十
を
数

へ
る
に
至
り
、
人
口
六
十
萬
以
上
の
大
都
市
は
既
に
七
ヶ
に
達
し
た
。
即
ち
大
都
市
の
増
加
ぱ
第

一
表
第
二
表
に
依
つ
て

こ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
都
市
の
膨
脹
は
同
時
に
他

の

一
面
か
ら
は
地
方
小
、
中
都
市
の
漸
減
と
な
る
。
そ
の
関
係

は
次
表
に

依
る
。

の

第

四

表

地

方
團
體

の
階

級

別

に

依

る
獨
逸

人

口

の
増

減

年

次

一
八
七

一
年
-

一
八
七

五
年

一
八
七

五
年
i

一
八
八
〇
年

一
八

八
〇
年
i

一
八
八
五
年

一
八

八

五

年

-

一
八
九

〇

年

地
方
小
団
体

獣
二
〇
〇
〇
人
以
下

人

ロ

%

δ
O
O
人

西
九

〇
・六

Ω

)

(
一)

四
四
三

三
六

つ

)

τ
七

O
圭

(
⊃

一空

Ω

)

O
・
七

⊃

)

地

方

都

市

臥

二
〇
〇
〇
i
五
〇
〇
〇

人

口

δ
O
O
人

二九
二

三究五
六

三
九

%五
・
八

六
・
九

一
・
O

二
・
二

小

都

市

臥
吾
O
O
⊥

暮

o
O

中

都

市

可
二
。
。
。
。⊥

。
。
§

人

口

δ
O
O
人

五
三
蕊

禺
七

ミ八
三

四
二
六

%=
・
七

人

口

6
0
0
人

茜
O

δ

・
七

五
三
九

六
・
八

茜
四

七
・
O

六
五
七

%δ
・
八

量
圭

三
・
六

壼
・
八

大

都

市

臥

δ
O
O
O
O
以
上

人

ロ

一8

0
人

六
九
七

六
〇
七

=
七
三

呈
肇

%三
五
・
囲

一
三
・
八

三
丑
・
八

三
璽
九

人

口
増

減

人

口

δ
8

人
毛
毛

二
吾
六

ニ
ハ三

二
五
七
二

%

紹
涛
團
盤
守」
し
て
の
都

市
の
発
展

(
第

一
毬
第

一
號

)

C

一
=



経
済
団
体

と
・し
て

の
都

市

の
資

展

(
第

一
巻

第

一
號

)

C

二

二

一
八
九
〇
年
ー

一
八
九
五
年

一
八
九
五
年
ー

一
九
〇
〇
年

.

一
九

〇

〇

年

-

一
九

〇

五

年

一
九
〇
五
年
ー

一
九

一
〇
年

一
九

一
〇
年
:

一
九

二
五
年

一六
ニ

へ
一
)

二八
八

二

)八
八

三
二

三
七
三
五

(
一)

O
・
六

(
一
)

τ

噌

(
ごO

・
三

O
・
五

三
四
二

五
三八

三
四
二

三
九

一四
●
画
r

五
鰯
四

Ω

)

一

(
一
)

玉
・
八

八
・
迷

五
・
O

一
・
九

七
・
五

つ

)

六
三
七

巽
六

茜
八

八
三
七

九
七
六

⊃

)

九
・
八

六
・
六

九
・
九

お
ユ

一
〇
・
六

二

)

七
謁

盃
一毛

七
〇五

八
さ

一
四
六

(
一
)

豆
・
六

二
七
・
四

九
・
九

二
・
O

一・
七

(
一
)

=
毛
九

天
四
三

二
一
・
三

二
五
・
三

二
三
八八

二
六
●
二

二
三

二
八
八

二
〇
二

二
〇
・
九

二
八
匪

囲
〇八
七

四
二七
四

四
二
八
四

二五
蛋

Ω

)

①

第

五

表

一
九

二

五

年

度

に
於

け

る
地

方
團
體

数

及

び

そ

の

人

ロ

地

方
團
體

の
大

・き
さ

一

〇

〇

人

以

下

一
〇

〇
ー
五

〇

〇

五

〇

?

⊥

O
O
O

一
〇
〇
〇
i

二
〇
〇
〇

地

方

團

個

藪
二
九
一七

三
三
究

七

δ

三
〇

圏
三
八
二

%天

・
八

置
三
・
〇

三

・
九

六
・
九

人

口

.
%

山宍
二
〇男

金

四
九
三

七
[一

七
〇
二
九
五
三
ボ

一

五
九
七
八
一二
九
一

一
・
Q

一

三
・
七

=
・
三

九
・
六



二
〇
〇
〇

人

以
下

二
〇
〇
〇
ー

五
〇
〇
〇

五
〇
〇
〇
1

一
〇
〇
〇
〇

一
〇
〇
〇
〇
ー
二
〇
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇
〇
-

五
〇
〇
〇
〇

概
O
O
O
O
ー

一
〇
〇
〇
〇
Q

6
0
0
0
0

以

上

合

計

六
〇
三
九

一三
兇

六
三七

二
八三

ニ
ハ索琶四

五

六
三
五
五
六

九
四
・
六

三
・
五

一
・
O

O
●
四

〇
・
三

〇
三

〇
・
一

一
〇
〇
・
O

二
二
一二
九
〇
三
一

六
七五
二
究
五

四
三
〇七
〇
三
三

三
八
八
八
七
八七

四
九
八
四
二
三八

三
轟
圭

美

旧六
七
=
三
〇九

六
二
蹴
一〇
六
一九

三
尻
・
六

お

・
八

山ハ・
九

六
・
二

八
・
0

就
・
七

二
六
・
八

δ

O
●
O

郎
ち
地
方
團
體

の
都
市
化
は
徐

々
で
あ
る
が
絶
え
す
行
は
れ
る
。
第

一
表
,
第
四
表
に
依

つ
て

地

方

農

村

は
小
都
市
、
中
都
市

へ
、
小
都
市
、
中
都
市
は
大
都
市
更
に
世
界
的
都
市

へ
膨
脹
し
て
ゆ
く
、
即
ち
、
地
方
農
村

の
人

ロ
は
、
可
分
的
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、

一
八
七

一
年
以
來
漸
減
的
傾
向
を
辿
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
小
都
市
及
び
中
都
市
の
人
ロ
は
二
倍
以

上
増
加
し
た
る
に
封

し
大
都
市
の
人
ロ
は
八
倍
以
上
増
加
し
た
。
そ
の
か
く
の
如
き
結
果
を
示
す
に
至

つ
た
の
は
経
済

的
原
因
に
基

く
も

の
で
あ
つ
て
、

殊
に
イ
都
市
と
地
方
と
の
経
済
的
連
絡
、

ロ
都
市
殊
に
大
都
市

の
区
域
に
於
け
る
工
業
、
商
業
、
及
び
交
通
業

の
著
し
い
進
出
、

ハ

(

(

の

(

從
つ
て
生
計
及
び
就
業
の
可
能
等
が
、農
村
の
人
ロ
を
都
市

へ
移
動
せ
し
む
る
に
與

つ
て
力
あ
つ
た
。
こ
の
場
合

に
於
い
て
の
移
動

は

純
濟
團
體
と
し
て

の
都
市
の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
三



纏
濟
団
体

ご
し
て
の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
四

特
に
北
東
部
及
び
南
東
部

の
農
業
地
方
か
ら
北
西
部
の
産
業
地
方
に
向
つ
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
國
内
移
佳
に
依
る
都
市
人

口
の
膨
脹
の
外
に
地
域
変
更

即
ち
地
域
の
編
成
替

に
依
る
都
市
の
地
域
接
大
從

つ
て
人
口
の
増
加
は
人
口
の
自
然
的
増
加
よ
り
も
都

市

の
膨
脹
に
就

い
て
は
注
目
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
(
第
三
表
)。
實
に
、
大
都
市
的
人
口
の
増
加
は
法
律
上
認
む
る
市
の
画
域
内
に
於

い
て
の
み
な
ら
す
、
大
部
分
は
行
政
区
劃
上
の
市

の
区
域
を
超
え
た
範
囲

に
於

い
て
生
す
る
。
即
ち
大
都
市
近
隣
に
於
け
る
人
ロ
は

㈹

大
都
市
の
膨
脹
と
共
に
増
加
し
、
特
に
大
都
市
近
隣
地
域
の
合
併
郎
ち
地
域
の
編
成
替
に
依
つ
て
、
大
都

市

の
撲
大
が
具

膣

化
す

る
。
第
三
表
に
依
る
如
く
、

「
九

一
〇
年
か
ら

一
九
二
五
年
ま
で
の
獨
逸
大
都
市
の
膨
脹
は
大
部
分
そ
の
地
域

の
編
成
替
に
基
礎
を

置
い
て
ゐ
る
。
こ
の
瓢
、
若
し
人
ロ
増
加

に
つ
い
て
地
域
の
編
成
替
を
考
慮
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
、大
都
市
の
人

口
増
加
は

一
九

一
〇

年
か
ら

一
九
二
五
年
ま
で
に
於

い
て
唯
、
九
分
六
厘
六
毛
に
過
ぎ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
地
域
の
編
成
替
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合

に
は
,

一
九

「
○
年
か
ら

一
九
二
五
年
ま
で
に
於
い
て
二
割
五
分
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
實

に
都
市
の
膨
脹
は
地
域
の
編
成
替
と
最

も
密
接
な
る
関
係

を
も
つ
て
ゐ
る
。
都
市
の
膨
脹
が
現
在
若
く
は
將
來
の
経
済
的
獲
展
に
懸
つ
て
な
さ
れ
る
如
く
、
地
域
の
編
成
替

も
亦
都
市

の
軍
純
な
る
地
域
的
團
體

と
し
て
の
職
能
か
ら
獲
展
し
て
以
て
そ
の
経
済
的
職
能
を
充
分
に
獲
揮
せ
し
め
ん
と
す
る
の
意

圖

に
於
い
て
な
さ
れ
る
。
即
ち
こ
の
意
味
に
於

い
て
、
都
市
の
人
口
的

・
地
域
的
膨
脹
は
、
都
市
の
地
域
団
体

か
ら
韓
化
し
て
以
て

経
済
団
体

と
し
て
の
発
展

へ
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
飽
く
ま
で
都
市
が
地
域
團
體

と
し
て
の
城
廓
を
固
守
せ
ん
と
す
る
も
の



で
な
い
。
寧
ろ
今
日
に
於

い
て
は
経
済

的
領
域
と
地
域
的
領
域
と
の
乖
離
は
最
も
甚
だ
し
く
都
市

の
発
展
を
阻
止
す
る
も
の
と
せ
ら

)

)

ゆ
一

n
δ

れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
都
市
の
経
済
的
領
域
は
遙
か
に
そ
の
政
治
的
限
界
を
突
破
し
て
ゐ
る
。
こ
、
に
都
市

が
経
済
的
膨
脹
を
加

へ
る
と
共
に
、
自
ら
経
済

團
塩
と
し
て
発
展
韓
向
し
つ
」
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
つ
た
。

①

都
市

の
膨
脹
が
世
界
的
で
あ
る

こ
と
に

一
般

に
認

め
ら
れ

て
ゐ
ろ
。

こ
れ
な
日
本
に
就

い
て
み
ろ
に
,
都
市
は
著
し
く
増

加
し
れ
。
即

ち
市

の
数

に
大
正
元
年

に
六
九
、
大
正
五
年

に
七
四
、
大
正
九
年

に
八
三
、
大
正
十
四
年

一
〇

一
、
次

い
で
昭
和
五
年

に

一
〇
九
な
籔

へ

る
に
至

つ
た
c
即
ち
昭
和
五
年
の
國

勢
調
査
の
結
果
に
依
れ
ば
.
市
部

の
総

人
口
は
、

一
五
四
四
二
一
二

五

人
で
あ

つ
て
、
総
人

口
の
二

割

四
分

に
當
り
、
大
正
十

四
年
當
時
の

二
割

」
分

六
厘

に
比
す
れ
ば
、

二
分
四
厘

の
増
加

と
な

つ
て

ゐ
る
。
都
市

一
〇
九

の
内
、
人
口
十

萬

以
上
な
有

す
う
も
の
二
十
八
市
に
及

ぶ
、

六
大
都
市
に
そ

の
経
済

的
産
業
関
係

と
.
地
域
の
編
成
替

ピ
に
依
リ
奮
に
比

し
そ
の
順
位
な

変へ
、
大

阪
、
東
京
、
名
古
屋
、
融

戸
、
京
都
、
横
濱

ビ
な

つ
れ
。
六
大
都
市

に
次
ぎ

、
人
口
二
十
萬

な
越
ゆ

う
に
廣
島
、
福
岡

、
長
崎

で
あ
り
、
十
萬

な
越
ゆ

る
に
函
館
.
呉
、
仙
嚢
、
札

幌
、
八
幡
、
熊
本
、
金
澤
,
小
櫨
、
岡
山
、
鹿

見
島

、
静
岡

、
佐
世
保
、
新
潟

、
堺

和
歌
山
、
横
須
賀

.
濱
松
、
門

司
、
川
崎

の
十
九
都

市
で

あ
る
。
蘇

に
こ
れ
ら
の
う
ち
静
岡
、
佐
世
保
、
和
歌

山
、
横
須
賀
、
濱
松
、
門

司
、
川
崎

の
七
市
印
ち
約
半
数

近
く
は

昭
和
五
年
の
調
査

に
依
り
十
萬
以
上
の
都
市
ぬ
ろ
こ
ピ
が
明
か
に
せ
ら
れ
れ
。
注
目
す
べ
き
に
こ

れ

ら
の
都
市
は
夫

々
特
殊
な
経
済

的
基
磯
な
も

つ
こ
ピ
で

あ
ろ
。
以

上
の
十
萬

な
越
ゆ

る
日
本
に
於
け

ろ
所
謂

大
都
市

二
八
の
人
口
に

一

純
濟
團
體

と
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
五



経
済
團
體

と
し
て

の
都
市

の
機
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
六

一
=

一九

七
四
五
人
で
あ

つ
て

.
総
人
口
の

一
割

七
分

三
厘
に
當
リ
、
大
正
十

四
年
當
時

の

一
割

四
分

六
厘
に
比
す
れ
ば

二
分

七
厘

の
塘

加
と
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
な
福
岡

縣
に
就

い
て
み
れ
ば
、
昭

和
五
年

の
福
岡
縣
の
総

人
口
に
二
五

二
七
〇
七
九
人
で
あ

つ
て
、
大
正
十
四
年
當
時

に
比
す
れ

ば

二

二
五
四

哺
唱
人
の
屠

加
で
あ
ろ
。
蓋
し
福
岡

縣

は
昭

和
五

年
に
於

い
て
既

に
八
市

を
有
し
昭
和

六
年
に
於

い
て
更

に

一
市
を
加

ふ
ろ
に

至
リ
、
日
本

に
於

い
て
最
多
数

の
市
祉
有
す
る
縣
と
し
て

都
市
の
膨
脹
獲
展

に
は
特

に
攻
究

ぜ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
禧
岡
縣

の
都
市
膨
脹

は
次

の
表

に
示

さ
れ
ろ
。

(
福
岡
縣
統
計
書
・
第

=
編
・
行
政
.
昭
和
三
年
八

八
頁
土

二
八
ー

一
三
〇
頁
及
び
昭
和
五
年
國
勢
調
査
)

A

表
福
岡

縣

内

都

市

の

人

口

数

市福
岡

久

留

米

門

司

小

倉

若

松

國

勢

調

査

年

.

次

大

正

九

年

一

【
『

大

正

十

四

年

昭

和

五

年

空
三
益

囚
三
六
二九

七
曇

=

三
三
九
轟

四
九
三
三
六

壺

ハO
O
五

七
二
二
三

九
吾

八七

航
ニ
ハ六
三

男
九
三
〇

二
二
八
二
九
〇

八三
〇
〇八

δ
八
三
七

八八
〇四
九

毛

噌三
六



八

幡

大

牟

田

戸

畑

x
直

方

合

計

δ
〇
二
量

六
四
　二
七

欄

ー

四五
八
突

三

=
套
毛
六

六
八
二
五六

三
七
詣
八

六
三
九
二
八
六

二
穴
三
八

九
七
莞
七

五
ニ
ハ詣

八
八
晃
八
九

×
昭
和
五
年
に
於
け
ろ
直
方
町
人
口
は
四

一
〇
七
五
人

お

表
福
岡

縣

内

都

市

の

地

域

編

成

替

市

福
岡

市

と
な
リ
六

る
年
月
日
及
び

(
當
時

の
面
積
)
(
方

里
)

明
治
二
二
年
四
月

一
日

(
O
・
七
九
三
)

現

在

面

積(
方
里

)

四
●
三
三
〇

編

入

町

村

警

固

村

(
大
・
元
・
一
〇

・
一
)

豊

平
村

大

字

豊

幅

堅

粕

(
大

・
四
・
三
・
二
五

)

鳥

飼

村

(
大

・
八

・
一

一
・
一
)

西

新

町

(
大

・
一

一
・
三
・
二
=

)

編

入
に
よ
つ
て
増
加

し
ぬ

ろ
面
積
(
方
里
)

O
・
〇
七
〇

O
・
9

0

O
・
エ
ハ
O

O
・
一
三

紐
濟
團
鷺
　と
し

て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
七



経
済
團
體

と
し

て

の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

二
八

●

久

留

米

門

司

.

明

治

二
二
年

四
月

一
日

(
O
・二
三

)

明
治

三
二
年
四
月

一
日

(
O
毛

冥
)

丁
尭
O

二
・
七
〇
〇

住

吉

町

(
大

●
一

一
●
山ハ
●
一
)

八

幡

村

(
大

二

五

・
四

・
一
)

堅

粕

町
(
昭
・
三
・
四

・
一
)

千

代

町
(
昭
●
三
・
五
●
一
)

原
村

.
樋

井
川

(
昭

●
四
●
四
●
一
)

鳥

飼

村

(
大

・
六
・
一
〇

・
一
)

節

原

村

(
大

・

=

丁
八

・
一
)

國

分

町

(
大

●
一
三
●
九

●
一
)

大

里

町

(大

・
一
二

・
二
・
一
)

東

郷

村

(
昭
・
四
●
二

・
一
)

?
晃
五

〇
・
三
五
〇

〇
西

ニ
ハ

O
・
0
垂

二
・
お
O

O
・
琶

四

〇
三
三
八

〇
・
四
二
〇

O
・
八九
二

丁
〇
八
〇



小

倉

明
治
三
三
年

四
月

一
日

(
O
・
豆
五
)

若

松

八

幡

大
正
三
年

四
月

一
日

(
O
・八
究
)

大

正
六
年

三
月

一
日

(
一西
〇
四
)

大

牟

田

大

正

六
年

三
月

一
日

(
O
・五
三
)

戸

畑

大
正

六
年
三
月
二

日
(
O
蓋
九
〇
)

直

方

「
昭
和
六
年

百

百

二
・
毛
O

T
O
δ

二
・
六
〇
〇

三

九
〇

?

六
三
〇

子

六
六
〇

板

櫃

町

の

一
部

(
大

・
一
四

・
二

・
二
八
)

足

立

村
(
昭

・
二
・
四
・
一
)

板

櫃

町

の

一
部

(
大

・
一
四

・
二

・
二

八

)

黒

崎

町

(
大

・
一
五
・
一

一
・
二
)

三

川

町
(
昭

・
四

●
四

・
一
)

丁
二三
誠

O
・
五
三
六

O
・
三
二

?

毛

四

O
・
五
δ

来

從
來
の
面
積
に
多
少
不
正
確
な
リ
・し
象
め
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
の
調
査
に
基
き
昭
和
三
和
九
月
之
を
訂
正
し
九
結
果
現
在
面
積
に
敦

れ
も
若
干
増
加
し
六

経
済
団
体

と
・し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

唱
巻
場

一
號
)

C

二
九



纏
濟
團
體

と
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

二
號
)

C

三
〇

c

表

市

町

村

の

階

級

別

に

依

る
福
岡

縣

人

ロ

地
方
團
體

の
大
き
さ

δ
O
O
以
下

δ
9

ー

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
一-

三
〇
〇
〇

三
〇
9

ー

四
〇
〇
〇

四
〇
〇
一ー
五
〇
〇
〇

7
五
〇
9

1
六
〇
〇
〇

六
〇
9

i

七
8

0

七
〇
〇
一-

八
〇
〇
〇

八
〇
〇
一-

九
〇
〇
〇

九
〇
9
ー

δ
O
O
O

6
00
一-

二〇
〇
〇
〇

二
〇
〇
9
ー

二
吾

O
O

二
き

9

1

三
〇
〇
〇
〇

大
正
十
三
年
末

人

口

%

大
正
十
四
年
末

人

口

%

昭

和
元
年
末

辱

四
二
三六
二

二
三
八
〇
八七

二
老

九四
三

天
二
四
聚

九
六
垂
九

八
九
三
四六

六
八
三
一〇

六
七
三
老

三
六
究
九

三
七
七
さ
三

お
六
ゴ言
二

五
三
九
六
二

一
八
・
三

一
〇
二
・
七

二
九
・
九

七
八
・
七

璽

・
五

三
八
・
五

一充
・
五

二
九
・
O

一五
毛

一
山三
・
九

豊

・
八

一三
・
九

究
七

囚
三
八
八
九

二四
杢
究

二七
〇
晃
七

一七
三
三
益

九
七
一九
七

七
六
九
当

五
九
三
圏
O

八
六
二八
四

三
八
叫
益

三
七
二
一圭
ハ

三
九
八
老

人

口

%

O
・
四

天
・
九

一
9

・
六

=
六
・
二

詣

・
六

璽

・
八

三
三
三

髭
。
五

三
七
三

一六
毛

一六
〇
三

至

・
九

四
七
二
六
六

一二
九
八
九
五

三
〇
〇
二
四
八

一四
四
八
七
三

;
七
四
益

八
誓

〇
八

山ハO
O
六
二

四
三
八
九
山ハ

六
五
三
〇
九

三
四
五
三
夫

三
九
二
〇
六

二
〇.△

九
三
・
六

一
毛

・
七

六
一毛

四
五
毛

三
六
・
二

二
五
蓋

一
八
毛

二
七
・
八

扇
七
・
O

五
五
・
O

昭
和
二
年
末

人

口九
δ

四
六
豊

O

三
言
毛
三
〇

三
U
O
三
五

一空

七
三
〇

九
六
〇
圭
ハ

九
三
9

六
〇
〇
七
山ハ

三
三
八
六
八

六究
究

三
五
呈
八
三

二

三
九七
九

%O
・
三

一
九
・
四

九
三
・五

二五
・五

五
九
・
二

四
〇
・
二

三
八
三

二
五
・
四

西
・
二

二
七
・
五

西
七
三

四
七
毛

昭
和
三
年
末

人

口九
死

吋
八
ニ
ハニ

二
二
六
〇
=

二
八
六
八
三
八

鼠
善
三
四

一9

七
四
四

八
}君
六
〇

四
至

四
二

交

二四
四

一九
六
〇
四

三
七五
三五
二

空
五
天

%O
・
四

死

・七

九
二
蓋

二
七
・四

六
三
・
五

空

・
七

三
五
三

一八
毛

二
七
・
九
.日.

八
●
O

一翌

毛

三
七
・冠



三
〇
〇
〇
一ー

四
〇
〇
〇
〇

囚
O
O
O
一ー
五
〇
〇
〇
〇

就
0
0
0
一ー

一〇
〇
〇
〇
〇

一〇
〇
〇
〇
〇

以

上

計

三
八
六
一二

八
毛
五
三

二
究

〇
六
五

二
由ハ一七
三

ニ
ゴニ
八
一六
八

ニ
ハ・
五

曇

・
二

三

八
・五

二

二
・
四

δ

0
0
・
O

究

〇
八
三

囚
〇
三
六
三

三
五
三
六
三
六

二
六
究

四
三

二
三
二
五
〇
一叫

二九
・七

毛

・三

蓋

二
土

一
三

・八

;
O
O
・
O

δ
六
ニ
ニ
三

四
毛

ニ
ハ

ニ
六
二
九
ゴニ

ニ
八
六
二
五
六

二
三圃
九
八
四
八

塁

・三

一九
蓋

一
五
四
、
四

一
三

・
八

δ

O
O
・
O

δ

〇八
四
九

八
三
〇
豊

二
九
二
〇
〇二

三
八
九
九
}二

二三
九
量
聾

四
二・
二

三
四
・
七

=
三
・
〇

ニ
ハ号

O

δ
O
O
・
0

δ

六
〇
;

八
五
一些

三
〇
二
四
翌

四
四
三
九三
三

二
四
四
二
五
一四

四
三
・
四

三
四
・
九

一二
三
●
八

天

τ
八

δ
0
0
・
O

福
岡

縣
内

の
都
市
に
密
集
的
、
連
絡
的
で
あ

る
こ
と
が
最
も
著
し

い
特
徴

で
あ
る
。
其

の
密
集
的
、
連
絡

的
で
あ
る
こ
と
は

一
、

二
市

に

於

い
て
多
少
の
例
外
に
あ
ろ
が
相

互
の
都
市
が
緊
密
な

る
経
済

的
、
産
業
的
基
礎
の
上
に
立

つ
れ

め
で
あ
る
。
即
ち

各
個
の
都
市
は

地
域

團
體

と
し
て
よ
り
も
経
済

的
團
體
と
し
て

存
す

ろ
こ
と
な
示
す
。
殊

に
門

司
、
小
倉
、
戸
畑
、
八
幡

、
若
松
、
直
方
に
そ

の
典

型
的

な
も

の
で
あ

る
。
都
市
の
膨

脹
は
人
口
的
、
地
域
的
に
著
し

い
(A
表

・
R
表
)
、
豫
に
福
岡

市

の
膨

脹
に
極
め
て
興
味

あ
ろ

こ
ピ
で
あ

ろ
。
即

ち
昭
和

五
年

の
國
勢

調
査

に
俵
り
二
十
萬
な
越

え
六

る
都
市
は

六
大

都
市

な
除
け
ば
廣
島
、
福
岡

、

長
崎
に
止

ま
る
が
、
大
正
九
年
の
國

勢

調
査

當
時

に
、
廣
島

市
に
十

六
萬

、
長
時
市
は
十
七
萬

六
千
に
達

し
て
ゐ
六
に
反
・し
、

蔵
岡
市
に
僅
か

に
九
萬

五
千
に
過

ぎ

な

か

つ

六
。
し

か
ろ
に
昭
和
五
年
十
月

に
於

い
て
は
福
岡

市

に
二
十
二
萬

八
千

に
及
び
、
廣
島
市

の
二
十
七
萬

、
長
崎

市

の
二
十
萬
の
申
間
に
位

こ

て
ゐ
ろ
。
即
ち

、
福
岡

市
に
過

去
十
年
間

に
於

い
て
そ

の
人
ロ
が
二

・
三
九
倍

の
増
加

な
な
し
れ
。

こ
れ

な
B
表

に
依

る
福
岡

市
の
地

純
鴇濟
固
団燈
と
し
て

の
都
市
の
翼
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

三

一



趣
濟
団
体

ぐ」
し
て
の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

三
二

域
編
成
替

に
就

い
て
み
れ
ば
都

市
の
膨
脹
が
地
域
編

成
替

亡
緊
密
な
る
関
係

に
立

つ
・
ミ

た
知
る
。

地
域
編
成
替

に
就

い
て
に
B
表

の
如

く
市
こ
な
り
た

る
以
後

の
地
域
編

入
の
み
を
表
示

す
る
こ

と
に
必
す

し
も
正
當
で
あ
ろ
と

い
ふ
こ
と
は
出
來
な

い
が
、
都
市
の
膨
脹
の
襯

鮎

か
ら
に
止
む

奄
得

ぬ
こ
と
で
あ

る
。

從

つ
て
都
市

の
編
成
替

に
就

い
て
に
市

と
な
り
六

る
前
后
の
事
情

な
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

わ
。

例

へ
ば
直
方
市

の
如
き
は
既

に
大
正
十
五
年
に
於

い
て
醤
直
方
町
、
新
入
村
、
幅
地
村
、
頓
野
村
、
下
境
村
な
合
併

し
て
直
方
町
な
設
置

し

れ
。
叉

一
方
福
岡

縣
内
に
於

い
て
も
都
市

の
膨
脹
に
町
村

人
口
を
漸
減

ぜ
・し
め
六
(
C
表
)
こ
と
も
注
意
ぜ
ら
ろ
べ
き
で
あ

ろ
。

cl  D
as W

irtschaftsleben der Stadte, L
andkreise and L

andgem
einden (V

erhandlungen and B
erichte des U

nterausschusses 

fill allgem
im

e W
irtschaftsstruktur (( 1. U

nterausschuss 1) 2. A
rbeitsgruppe I. B

d.) 1930. S. 9.

G
rundfragen der kom

rnunalen N
eugliederung. (D

enkschrift preussischen Stddtetages.) 1929. S. 4. 

W
irtschaftsleben. S. 152b. 

W
irtschaftsleben. S. 153. Statistisches Jahrbuch deutscher Stadte. 24 Jg. 1929. S. 87. 

W
irtschaftsleben. S. 9. 

W
irtschaftsleben. S. 11. 

W
irtschaftsleben. S. 197.



地
方
團
體

に
於
け
ろ
地
域
変
更

即
ち
地
域

の
編
成
替
に
近
來
特

に
重
要
な
問
題
を
持

つ
て

ゐ
ろ
。

殊

に
獨
逸

都
市
會
議

に
地
域

の
編
成
替

の
重
要

と
必
要
と
な
考

慮
し

て

一
つ

の
記
録
書

な
獲
表
し
れ
o

(
上
娼

.

こ
れ
に
依
り
地
域

の
編
成
替
の
必
要
な

る
理
由
な
み
れ
ば
下
の
如
く
で

あ
る
(

イ
都

市

に
於
け

ろ
人
口
増
加
が
急

澱
な

る
こ
ミ
、
こ
の
點

に
就

い
て
に
既

に
第

一
表
が
こ
れ
な
明
か
に
し
得
れ
。
即
ち
獨
逸

に
於
け
る
都

(市

人
口
は

一
八
七

一
年
の
當
初
全
人

口
の
三
分

の

一
に
過
ぎ
な

か
つ
六

が
、

一
九
二
五
年
に
於

い
て
に
全
人

口
の
三
分
の

二
が
都
市

に
集

中
、
堆
積

し
、
全
人
口

の
約
二
割

八
分
に
人
口
十
萬
以
上
の
大
都
會

に
居
住
し
六
。

そ
の
結
果
充
分
な
ろ
地
域
な
持

つ
所

の
大
都
市
は
殆

ご
少
く
し
て
、
家
屋
建
設
豫
定
地
に
蝕
裕
あ
ろ
都
市

ピ
錐
も
都
市

に
於
け
る
総
面
積

の

一
割
二
分
若
く

ば

一
割

五
分

を
出
て

ゐ
な

い
。
地

域
の
接

張
の
必
要
な

ろ
第

一
の
理
由

が
存
す

ろ
。

ロ
地
方
團
體

殊
に
大
都
市
の
實

行
力

な
高
め

ろ
必
要

あ
る

こ
と
、
地
方
団
体

殊
に
大
都

(

市

の
途
行
す
べ
き
委
任
若
く
ば
固
有
事
務

が
盆

々
擶
大

せ
ら

ろ
・
に
際
し

こ
れ
々
敏
活

に
途
行

ぜ
ん

と
す
う
に
は

、

そ
の
實
行
力
な
櫨
充

経
済
團
體

ピ
し
て
の
都

市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

三
三
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C

三
四

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
し

か
ろ
に
地
方
団
体

の
實
行
力
は
そ
の
文
配
す
る
地
域
が
不
充
分

に
し

て
、
そ
の
区
劃

が
不
漉

富
な

る
結
果
充
分

な

ろ
饗
揮

を
な
す

こ
と
が
出
來

ぬ
。
勿
論
こ
の
場

合
に
於

い
て

の
支
配
地
域
は

唯

々
外
部
的
境
界

の
み

に
依
ら
す
し
て
地
域
内
に
含
ま
れ

ぬ

ろ
住
民
暦

の
経
済

力

に
依

つ
て

こ
れ
を
決
定

す
べ
き
も

の
ご
ゼ
ら

る
。
同
時

に
こ
の
際
、
地
域

に
隣
接
し
六

る
團
體

内
の
住
民
層

こ
の

連
絡

も
亦
考
慮

に
入
れ

ら
ろ
ぺ
き
で

あ
ろ
。
か
く

の
如
き

に
大
都
市
自
ら
の
實
行

力
な
振
充
し
併

せ
て
隣

接
團
體

の
獲
展
な
計

ろ
上
に
必

要
で
あ
ろ
o

ハ
纏
濟
的
意
義
ん
重

ん
じ
新

に
地
域
匿
劃

な
な

す
こ
と
は
財
政
均
衡
秘
容

易
な
ら
し
め
且
自
然
的
員
澹
均
衡
な
可
能
な
ら
・し

(

め

る
こ
と
、
経
済

的
意
義

な
輕
ん
じ
て
躍
劃

せ
ら
れ
六

ろ
地
域

に
國
家

の

一
方
的
統
制

の
対
象

ε
な
る
に
過
ぎ
な
く
し
て
財
政
的

に
は
員

控
の
不
均
衡

を
來
れ
し
、
從

つ
て
人
爲
的

員
憺
な
多

か
ら

し
む
。
こ
の
點
に
於

い
て
都
市

の
経
済
的
職
能
な
全
う
す

べ
き
地
域
の
編
成
替
は

最

も
重
大
で
あ
る
。

二
行
政
及

び
行
政
組
織

の
合
理
化
な
進
め
る
必
要
あ

ろ
こ
と

、
從

豪

の
行
政
及
び
行
政

組
織
は
頗

ろ
不
合
理

に
な

さ

(

れ
れ

ろ
結
果
複
雑
な

る
地
方
団
体

の
出
現
な
み

る
に
至

つ
れ
Q
'こ
の
複
雑

な
る
行
政
組
織

な
合
理
的
な
ら

し
め

る
に
に
先
づ
地
方
團
體

殊

に
都
市
の
支
配
す
ろ
地
域

の
編
成
替
な
行

ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即

ち
行
政
の
合
理
化

の
前

に
は
地
方
団
体

の
地
域
変
更

が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ホ
経
済

的

に
緊
急
で
あ
ろ
こ
と

、
地
方
團

鷺
が
從
來

の
地
域

に
拘

束

せ
ら
る

、
ピ
き
は
そ

の
経
済

的
不
利
益

を
失

ふ
ご

(

ピ
に
今

や
明
か
な
る
事
實
と
な

つ
六
。
從

つ
て
從
來

の
地
域
の
変
更

は
そ

の
経
済
的
発
展

の
た
め
に
最
粒
緊
急
な
リ

ピ
ぜ
ら
ろ

Σ
所
以
で

あ

ろ
。
以
上
五
つ
の
理
由

に
依
り
最
近
濁
乙
都
市

に
於

け
る
編
成
替
の
著
し

い
こ
ご
は
第

三
表
が

こ
れ
な
示
し
れ
。



曽

尤

よ
リ

炉
く

の
如
き
に
猫
り
獨
逸

に
於
て
の
み
に
止

ま
ら

な

い
。
日
本
に
於

い
て
も
そ

の
實

例
に
富
む
。
即
ち

最
近
、
市

の
み
な
ら
す

町
村

に
そ

の
事
務
の
複
化
雑
し
、
そ
の
経
営

施

設
な
要

す
る
も

の
多
き
に
拘
ら
ず
弱
小
町
村

に
之
秘
な
し
得

ざ
ろ

一
面
、
紹
費
の
節
減
を

計
り
住
民
員

捲
な
減
す

ろ
必
要
あ
ろ
た
め
に
、
町
村

の
合
併
若
く
ば
組
合
姐
織

の
目
的

た
以

て
、
内
務
省

に

「
町
村
合
併
及
町
村
組
合

二

關

ス
ル
件
」
(
昭
和
二
年

九
月
六
日
地
方
局
第
六
八
號
)
な
通
牒

し
れ
。
即
ち

地
域

の
編
成
替
が
経
済

的
、
財
政
的
目
的

の
六

め
必
要
な
ろ

旨

が
明

か
に
さ
れ
カ
。
そ
れ
は
他

面
に
於

い
て
同
時

に
都
市
の
膨

脹
に
著
し

い
関
係
な
も

つ
て
く

ろ
。

V
i
r
t
s
c
l
r
a
f
t
s
l
e
b
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
1
8
.
G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
S
.

三

、
都

市

の
経
済
團
體

と

し

て

の
発
展

都
市
の
纏
濟
團
體

と
し
て
の
磯
展
は
都
市
全
腿
を
包
括
的
に
経
済
團
體

と
し
て
み
る
場
合

と
、
公
営

事
業

の
主
体
た
る
都
市
を
経

濟
團
體

と
し
て
み
る
場
合
と
に
分
つ
て
み
る
こ
と
が
出
來
る
。

一

第

一
の
場
合

の
都
市
全
膣
を
包
括
的
に
経
済
團
體

と
し
て
み
る
場
合

に
於
け
る
都
市
の
発
展

は
そ
の
発
展

の
経
済

的
基
礎
か
ら
こ

④

れ
を
種

々
の
方
面
か
ら
考
察
し
う
る
が
、
蝕
に
於
い
て
は
、
都
市
住
民
の
経
済

的

・
耽
愈
的
構
成
の
鮎
即
ち
都

市
に
於
け
る
住
民
は

纏
濟
団
体

ぜ
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

三
五
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六

層

如
何
な
る
職
業

に
從
事
す
る
か
が
最
も
注
目
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
行
政
法
上
か
ら
い
へ
ば
、
こ
の
點
に
於

い
て
、疑

ひ
も
な
く
、
都
市
の
経
済
團
體

と
し
て
の
獲
展
の
著
し
い
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
れ
を
知
る
に
は
次
表
に
依
る
。

ω

第

六

表

一

九

二

五

年

に

於

け

る
獨
逸

大

都

市

の

職

業

別

人

口

喋
齢嚢
工
業
、
鑛
業

嫡
撫

舩
由
鞘

衛
生

一
般

稼
定
職
紳

無

職

業

合

計

人
望

危

人
評

%
　
人
胡

危

人
鯉

%

双
評
7

双
胡

%

人
評

危

人

評
一
%

伯

林

ハ

ム

プ

ツ

ク

〃

〃
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ユ

ン

ヘ

ン

ラ

イ

プ

チ

ツ
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ド

レ
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デ
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ク

フ

ル

ト

ア

ム

●

マ
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九
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バ

ー

ゲ

ン

即
ち
都
市
殊
に
大
都
市
住
民
の
職
業
的
基
礎
は
工
業
関
係

に
於

い
て
存
す
。
た
だ
し
、
そ
の
個
別
的
場
合

を
考
察
す
れ
ば
各
都
市

は
各
々
特
殊
性
を
有
し
、
從
つ
て
経
済
的
團
體

と
し
て
経
済
的
機
能
を
螢
む
場
合
に
夫

々
異
れ
る
形
式
と
内
容
と
を
表
示
す
る
を
知

る
(第
六
表
)。
例

へ
ば

ハ
ム
ボ
ル
ン
に
於
い
て
は
全
人
口
の
七
割
九
分
四
厘
が
工
業

(鑛
業
を
含
む
)
関
係

に
依
り
そ
の
生
計
を
立

て
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
に
於
、
い
て
は
全
人
口
の
四
割
三
分
八
厘
が
商
業
、交
通
業
に
依
り
て
そ
の
生
計
を
立
て
て
ゐ
る
。
今
最
も
典
型
的
な

工
業
都
市
に
於
け
る
工
業

(鑛
業
)
、
商
業
、
交
通
業
関
係

の
住
民
の
全
人
口
に
対
す

る
比
率
を
抽
出
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
Q
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に
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.
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し
連
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し
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的
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の
大
部
を
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。
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の
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者
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あ
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あ
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ら
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六
大
都
市
の
如
き
政
治
的
都
市
に
於
い
て
は
上
記
の
公
務
員
中
か
ら
は
労
働

者
と
し
て
看
倣
し
得
ざ
る
多
数
の
住
民
を
排
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
倫
六
大
都
市
に
於
い
て
も
全
人
口
の
六
割
乃
至
七
割
の
住
民
層
は
労
働
者
関
係

に
依

つ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

實
に
、
か
く
の
如
き
は
、
都
市
殊
に
大
都
市
住
民

の
経
済
的
、
社
會
的
構
成
が
都
市
の
経
済
團
體

と
し
て
の
獲
展
に
際
し
都
市
の

経
済

的
特
質
に
依
り
著
し
く
影
響
せ
ら
れ
た
る
事
實
を
示
す
と
共
に
、
叉
都
市

の
経
済
團
體

と
し
て
の
発
展

そ
の
も
の
に
於
け
る
著

㈹

し
い
特
徴
を
示
し
て
ゐ
る
。
(第
七
表
)



④

前
述
し
た
V
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n

に
於

い
て
は
都
市
の
経
済

的
発
展

の
基

礎
と
し
て
、

三
つ
の
方

面
か
ら

こ
れ

葎
考
察

し
て
ゐ
う
が
b

C
w
i
r
t
i
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
4
5
.
E

。

)
そ
れ
は
都
市

の
経
済
團
體

と
し
て
の
発
展

に
就

い
て
考
慮

ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
で
あ
ろ
o

そ

の
第

一
黙
が
上
認
し
れ
住
民
の
纏
濟
的
,
社
會
的
構
成
の
鮎

で
あ
ろ
。
第

二
貼
が
都
市

の
貨
物
運
輸

の
鮎
で

あ
ろ
、

都
市
経
済

と

交

麺

.
運
輸

ご
は
相
互
緊
密

な
ろ
関
係

な
も

つ
、
即
ち
都
市

に
於

い
て
如
何
な

ろ
貨
物
な
有
し

如
何
に
之
な
集
散
し
得
う

か
に
都
市
の
経
済

的
発
展

な
み

る
に
重
要
で

あ
る
。
唯

々
こ
の
場
合

に
於

い
て
の
都
市
が
如
何
な

ろ
地
域
な
有
す
う
か

の
點
即
ち
そ
の
地
形
的
意
義

は
最

も

考
慮

ゼ
ら

ろ
べ
き
必
要
が
あ
ろ
。
即
ち

こ
れ
を
具
體
的

に
み
れ
ば
、
都
市
の
地
域
は
地
域

と
し
て
そ
れ
自
身
独
自

に
意
義
あ

る
も

の
と
鼠

ふ
よ
り
も
寧
ろ
都
市
若

く
ば
背

後
地

の
経
済

的
諸
條
件

な
侯

つ
て
始
め
て
有
意
義
な

る
も
の
ミ
せ
ら

ろ
。
從

つ
て

こ
の
場
合

に
於

い
て

の

都

市

の
地
城
ご
は
都

市
の
経
済

的
職
能
を

充
す
所

の
地
域
で
あ
ろ
o

即

ち
貨
物
集

散
の
鮎
に
於

い
て
の
都
市
は

地
域
團
體

と
し
て
存
す
る

に
あ
ら
ず

し
て
経
済
團
體

と
・し
て
存

す
る
が
故

に
、
こ
の
點

に
於

い
て

の
都
市
は
都
市
若
く
は
背
後
地

の
経
済

的
特
殊

性
と
密
接
な
る
關

係
秘
有
・し
そ

の
纏
濟
的

獲
展

に
伴
う
て
著

し

い
浩
長

が
あ

ろ
。

こ
れ
な
狽
、逸
諸
都
市
に
就

い
て
み
れ
ば

伯
林
,

ハ
ン
ブ
ル
グ
,

リ

ユ
ー

ベ

グ
ツ
の

一
群
、
ケ

ル
ン
、

デ

ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
、

エ
ソ
セ
ン
、

デ

ユ
イ

ス
プ
〃
ク
罫

ル
ー

ル
ナ

ル
ト
、
ヴ

エ
ー
セ

ル
、

ド

ル
ト

ム
ン
ド
、

ハ
ム
、

ヒ
エ
ー

ル
デ
の

一
群

.
フ
ラ

ン
ク
フ

ツ
ト
●
ア
ム
・
マ
イ

ン
、

ハ
ル
レ
、
ケ

ー

ニ
ス
ベ
〃
ク
、

ブ

ン
ス
ラ
ウ
、
ド

レ
ス
デ

ン
,

ラ
イ

プ
チ

シ

ヒ
、
ケ
ム

ニ
ソ
ツ
の

一
群
、
、・・
ユ
ン
ヘ
ン
、

ニ
ユ
ー
ル
ン
ベ

ル
グ
、

マ
ン

ハ
イ

ム
、

ル
ー
ド
ウ
井
ツ

ヒ
ス
ハ
ー
フ

エ
ン
の

一
群

に
分

纏

濟
團
體

ミ
し
て
の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號

)

C

四
七



経
済
團
體

と
し
て
の
都

市

の
発
展

(
第

一
巷
第

一
號
)

C

四

八

つ
て
そ

の
貨

物
集

散

の
関
係

な
み

る
こ
と
が
出
來
ろ
。
・し
か
し
乍
ら

こ
れ
ら
の
群

に
就

い
て
個
別
的
に
み

る
こ
と
に

鼓

に
必
す
し
も
必
要

で

な

い
。

こ
れ
な
概
括
的

に
い

へ
ば
,
第

一
群
は
首
都

及
び
港
潜
都

市
と
し
て
、
第

二
群

は

ラ
イ

ン
、
ウ

エ
ス
ト
フ
ア

ー
レ
ン
エ
業
地
帯

の
都
市
と
む

て
、
第

三
群
に
北
部
獨
逸

、
中
部
獨
逸

の
都
市

と
し
て
、
第

四
群
は
南
部
獨
逸

の
都
市
と
し
て
夫

々
経
済

的
機
能
な
異

に
・し

た
地
域

な
基
礎

に
存

し
て
ゐ
る
の
で
あ
ろ
o
從

つ
て
こ
れ
■ら
の
都
市
は

そ
の
各

々
の
状
勢

に
適
膳

し
た
る
貨
物

の
集
散
黙

こ
な

つ
て

ゐ
う

が
故

に
、
そ

の
取
扱

ふ
所

の
貨
物
の
種
類

は
頗
る
複
雑

多
岐

に
亘
つ
て
ゐ
ろ
。
そ
の
程
度
に
於

い
て
都
市

に
各

々
の
経
済

的
獲
展

な
な
す

こ
と
は
明
瞭
で

あ
る
。
更

に
叉

日
面
か
ら
み
れ
ば
都
市
殊

に
大
都
市

に
州

マ
ル
ク
ト
の
れ
め
に
商

業
市

と
・し
て
地
方
住
民
の
需
要
か
充

れ

し
そ

の
生
崖
物
な
交
換

し
、
地
方

マ
ル
ク
ト
に
対
し

て
に
自
己

の
特
産
物

を
貯
藏
し
他
の
特
産
物
な
購
入
し
外
國

マ
ル
ク
㍗
に
対
し

て
は

】
般
終
濟

の
範
囲

内
に
於

い
て
特

色
あ
る
地
方
崖

物
な
獨
逸

化

す
る
を
目
的
と
す
ろ
o

こ
の
場
合

に
於

い
て
の
都
市
は

夫

々
経
済

的
職
能

な
饗
揮

す
る
経
済
團
體

と
し

て
発
展

す
る
。

第

三
黙
が
都
市

の
他

の
生
存
條
件

の
鮎
で
あ

る
。
即

ち
都
市

が
如
何
な

ろ
財
力

な
有
す

う
か
如

何
な

ろ
資

本
関
係

を
有
す
う
か
如
何

な

る
崖
業
関
係

に
あ
る
か
の
鮎

ば
、
む
し
ろ
都
市
の
終
濟
的
獲
展

な
み

る
時
は
最

も
注
意

ぜ
ら
れ
ね

ば
な

ら
ぬ
こ

と
で
あ
ろ
。
し
か
し
乍
ら

獨
逸

都
市

に
就

い
て

こ
れ
な
個
別
的

に
み

る
こ
と
は
頗

る
困
難
な

こ
と
で
あ

る
。

殊

に
大
職
後

の
状
勢

ぼ
こ
の
點

に
於

い
て
も
亦
著

し

い

変
化

奄
與

へ
て
ゐ
る
o
唯

々
こ
れ
を
概
蓮
す
れ
ば
獨
逸

の
都
市
中
、
伯
林

が
こ
り
鮎
に
於

い
て
強

い
制
覇
梅

奄
握

つ
て

ゐ
ろ
こ
と
だ

け
が



著
し
く
注
目

せ
ら

る
写
ε
共

に
そ
の

こ
ミ
に
同
時
に
そ

の
経
済
的
発
展

々
な
し

つ
」
あ
る
諸
都
市

の
般
勢
を
み

ろ
場
合

に
忘
却
す
る

こ
と

が
出
來
な

い
こ
ピ
で
あ
ろ
。
即

ち
こ
の
意
味

に
於

い
て

い
へ
ば
伯

林
に
経
済
團

鷺
ξ
し
て
も
そ
れ
自
身
独
特

な

ろ
地
位
な
持

つ
と

い
ふ
ご

ミ
が
出
來

る
。
例

へ
ば
銀
行
に
就

い
て

い

へ
ば
地
方
銀
行

に
完
全

に
伯
林

の
統
制
の
下

に
服
し

て
ゐ

う
と
云
は
れ
る
。
嘗

て
大
職
前

エ
ソ

セ

ン
に
於

い
て
の
銀
行
は
伯
林

か
ら
独
立

・し
て
ゐ
れ
が
、
大
戦
後

に
於

い
て
は
全
く
伯
林

の
統
制
の
下
に
立

つ

こ
と
に
な

つ
六

の
み
な
ら

す

、

エ
ツ
セ

ン
の
金
融
関
係

は
却

て
強
化

ぜ
ら
れ
六

ε

い
に
れ
ろ
。
叉
取
引
所
に
就

い
て
も
伯
林
は
全
獨
逸

の
取
引

所
関
係

の
指
導
櫨

な

握
う
に
至

つ
れ
。
そ
の
他
財
力
、
資
本
関
係

殆
ざ
す
べ
て
こ
れ
に
倣

ふ
。
實

に
ご

～
に
経
済
團
體

と
・し
て
の
伯
林

の
異
常
な

る
発
展

が
考

へ
ら
れ
ろ
。

實

に
か
く

の
如
く
獨
逸
経
済

調

査
會

に
主

と
し
て
都
市

の
経
済
生
活

な
究
明
し
て

ゐ
ろ
o
(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
l
,
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
1
6
7
 
S
.
 
1
6
8
.

)

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
1
7
0
 
S
.
 
1
7
1
.

℃

}

● W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
6
2
.
 
S
.
 
1
4
5
.
E

・

福
岡

縣
内

の
諸
都

市
が
経
済
團
體

と
し
て
獲
展

す
べ
き
特
質

を
有

す
ろ
こ
と
は
既

に
之
な
述

べ
六
。
今
そ
の
具
體
的

状
勢

々
略
述

し
よ

う

O

経
済
團
體

ξ

し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

c

四
九
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と
し
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市
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発
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(
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蓉
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一
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〕
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表

昭

和

三

年

に

於

け

ろ
福
岡

縣

内

八

都

市

の

職

業

別

戸

数

(
宜
二

)

(
福
岡
縣
統

計
書
・
第

一
編
・
行
政
.
昭
和
三
年
九

六
頁
以
下
)

編

岡

久

留

米
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司

小

倉
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八
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五

一
二

=
二

毛

四
三
三

戸

数

T
O

O
西丁

五

二
・
四

〇
毛

O
・三

丁
八

三

一

童
四

四
九二

四
四
〇

二
〇

五
三
二二

%O
毛

O
・
二

〇
二

〇
・
三

〇
・
〇

二
四
・
九

〇
・
O

工

業

戸

数
三
六
冗

・

垂

究

里

量

聚
〇
七

二
七
究

ズ
三
誉

杢
三
六

三
X
六

%
毛

・二

二
二
・
O

毛
・九

二
五
毛

毛

・六

豊

・〇

三
二
・
七

三
二
・
三

商

業

戸

数
西
茜
二

夫
三

六
二
9

交
八
六

五
ニ
ハ七

九
二
五
三

三
八
当

三
三
〇

%

一
二
九
二

三
二
・六

三

・五

き

・
五

三
二
・
九

二
二
・
七

ヌ

・
〇

三

・
六



A

表

昭

和

三

年

に

於

け

ろ
福
岡

縣

内

八

都

市

の

職

業

別

戸

数

(
其

二
)

(
福
岡
態
統
計
書
・
第

一
編
・
行
政
・
昭
和

三
年
九
六
頁
以
下
)

旛

岡

久

留

米

門

司

小

倉

若

松

八

幡

大

牟

田

戸

畑

交

通
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一
公
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由
業
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二
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四
六

二
〇
ニ
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毫
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毛
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国
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事
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吾
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表

昭
和

三
年
に
於
け

る
福
岡

縣
内

八
都
市

の
特
殊
職
業
別
戸
数

比
率

編

岡

久

留

米

門

司

小

倉

若

松

八

幡

大

牟

田

戸

畑

鑛

業
、
工

業
二
七
・
九
〇

ニ
ニ
・
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O
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δ
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五
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五
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毫
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二
・
三
〇

商
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五
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毛
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〇
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七
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C

表

昭

和

三

年

に

於

け

ろ

編

岡

縣

内

八

都

市

の

特

殊

職

業

捌

人

口

(
福
岡
縣
統
計
書

・
第
三
編
・
勧
業

昭
和
三
年

一
三
八
、
二

一
七

、
二
三
八
頁
)

鑛

業

工

業

商

業

人

口

%

一

人

ロ

%

人

口

%

編

岡

}

二九八三

些

七三異
L

三
山?
三

七壽

　

「え

毛



久

留

米

門

司

小

倉

若

松

八

幡

大

牟

田

戸

畑

二
三

三
八

曼
七

西
八

曇
三
八
九

四
〇

〇
三

〇
二

?

二

〇
ニ

ゴ6
・
三

〇
・
究

二
二
四
七
三

二
〇
三
宅

二
四
七
四
二

三
里
六

六
三
七
一七

呂
三
夫

西
三
九
七

二
七
↓

晃

・二

三
〇
・
六

二
〇
・
〇

四
六
・
三

三
九
・
四

三
二
・
九

三
異

五三

二
六
〇
三

二
益
異

美
喜
三

究
五
九
〇

玉
八
皇

五
四
三
六

四
三
・
〇
六

二
四
・
六

茜

・八

四
二
λ

四
三
・
三

二
〇
・
五

三

・
四

A

・
B

・
c

の
各
表

に
必
す
し
も
正
確

に
八
都
市
住
民

の
纏
濟
的
社
會
的
構
戊
祉
明
示
す
う
も
の
ε
云
ふ
こ
と
に

出
來
な

い
が
、
各
都

市

の
純
濟
的
狡
展

の
傾
向

な
窺

ふ
に
足

る
。
即
ち
上
記
の
第

六
表

に
依

り
蜀
逸

都
市
の
状
勢

を
み
れ
ば
獨
逸

都
市

の
住
民
の
職
業
的
基
礎

は

工
業
関
係

に
な
か
れ

る
を
以
て
主
要
な
ろ
特
徴

と
・し
れ
o
勿
論
そ
の

こ
ミ
自
體

に
、
今
.
福
岡

縣
内

の
八
郡
市

と
比
較
し
得

な

い
事
で
あ

ろ
。
唯

々
こ
れ
を
ラ
イ

ン
ウ

ヱ
ス
ト
フ
ア

ー
レ
ン
の
産
業
地
域
に
於

け
る
工
業
都

市
と

の
比
較

に
於

い
て
み
れ

ば
,
編
岡
縣
内

の
八
都
市

特

に
北
九
州
に
蓮
接
す
ろ
門

司
、
小
倉
、
戸
畑

、
若
松
,
八
幡

の
五
都
市
及
び
直
方
市

に
、

ラ
イ

ン
ウ

ヱ
ス
ト
プ
ア
ー
レ

ン
の

産
業

地
域

に
於
け
る
都
市
の
執
れ
も
著

し
く
工
業
的
色
彩
に
富
む

に
反
し
、
未
だ
工
業

都
市

と
し
て
に
充
分
に
成
熟

し
て
ゐ
な

い
観

が
あ

る
が
、
し

一

か
し
乍
ら

ラ
イ

ン
ウ

ヱ
ス
ト
フ
ア
ー

レ
ン
の
産
業
地
域

に
於
け
ろ
都

市
と
北
九
州

の
産
業
地
域

に
於
け
ろ
都
市

と
に
、
形
式
、
内
容
其

の

経
済
團
體

と
し
て

の
都
市

の
螢
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

五
三



経
済
團
體

と
し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

c

五

四

他

の
黙
に
於

い
て
著
し

い
差
異
あ

る
事

は
見
逃

し
得
な

い
と
こ

て
も
、
尚
両
者

の
間
に
若

干
の
類
似
點

の
あ

ろ
事
も
亦
見
逃

し
得
な

い
ニ

ミ
で
あ

る
。
例

へ
ば
八
幡
市
は
純
然

れ
ろ
労
働

都
市
と
し
て
み
ら
れ
て
ゐ
ろ

(
福
岡
縣
商
工
課
の
市
街

地
副
業

ノ
研
究
、
七
頁
)

に
拘

ら
す

ー

實
に
典
型
的
な
工
業
都
市
は
同
時
に
典
型
的
な
労
働
都
市
で
あ
る
(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
i
e
b
e
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
5
6
)

そ
の
労
働
者
数

(
職

工
、

坑
夫
、
稼
働
者

を
含

む
)
に
四
萬

七
干
六
百
六
十
六
人

で
あ

つ
て
全
人
口

の
約

三
割
七
分
に
し

か
當

つ
て
ゐ
な

い
◎

(
昭
和

二
年
調
)

こ
れ
な

ラ
イ

ン
ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
に
於
け

ろ
例

へ
ば

エ
ツ
セ

ン
、

ボ

ヒ
ユ
ム
、

ハ
ム
ボ
ル

ン
等
に
就

い
て
み
れ
ば

そ
の
各

々
の
労
働

者
籔
は
全
人
口
に
対
し

約
五
割
五
分
、
六
割
乃
至
七
割

二
分

に
も
及
ん
で

ゐ
る
(第

七
表
)
、
從

つ
て
そ
の
工
業

都
市
若
く
ば
労
働

都

市

ε

云
ふ
も
大
な
ろ
差
異
が
あ
ろ
。

唯

々
そ
の
ラ
イ

ン
ウ

エ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ン
の
産
業
地
域

に
於
け

ろ
都
市
と
北
九
州
に
於
け

ろ
都
市
と
が
、

そ
の
経
済
團
體

と
し

て
の
発
展

を
み
ろ
場
合

に
最
も
類
似

鮎
と
し
て
注
目
ぜ
ら
ろ
べ
き

こ
ピ
は
、
雨
地
域
に
於

け
ろ
都
市
の
密
接

・
連
絡

な
な
す
鮎
で
あ
ろ
。
即
ち
そ
の
密

接

・
蓮
絡

な
な
す
鮎

に
於

い
て

一
の
都
市

の
経
済
団
体

こ
し
て
の
獲
展
よ
り
も
五
都
市
若
く
ば
六
都

市

な
包
括
的
に

一
の
経
済
團
體

ミ
し
て
考
察

す
ろ
ご
ざ
に
多

く
の
問
題
な
持

つ
て
ゐ
る
o
そ
れ
は
實
際
的

に
に
所
謂

「
洞
海
市

」
建
設

に
ま

で

獲
展

し
、

理
論
的
に
は
t
e
g
i
o
n
a
l
i
s
m
e
 
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e

な
誘
導

し
て
く

ろ
。

蓋
・し
北
九
州
に
於

け
ろ
歎
都
市
が
包
括

的
に
単
一

の
経
済
團
體

と
・し
て
み
ら
れ
得

べ
き
原
因
は
こ
れ

な
ほ

野
五
鮎
に
分

つ
て
み

ろ
こ
と

が
出
來
る
。
第

円
に
は
、
各
都
市
が
地
域
的

に
近
接

し
て
ゐ
る
こ
ミ
、
そ
の
各
都

市
が
地
域
的

に
近
接
す
ろ
こ
と
は
、

同
時
に
各
都
市

が



各

自
の
地
域
的
城
廓

奄
固
守
す
る
こ

ご
を
許

し
得
な

い
機
因
な
つ
く

る
。
即
ち
門

司
な
起

鮎
に
し

て
み

れ
ば
小
倉

、
戸
畑
、
若
松
、
八
幡

に
敦
れ
も

一
時
間
以
内

の
近
距
離

に
あ
り
、
の
み
な
ら
す
交
題
機
關
頗

ろ
饗
達

し
て

以
て
そ

の
地
域

を
盆

々
近
密

に
す
る
。

そ
の
最
も
主

要
な

ろ
も
の
は
鐵

道
官
線

の
外

に
九
州
電
氣
軌
道

株
式
會
社
経
営

の
諸
交
逓
機
關
で
あ

る
〇

九
州
電
氣
軌
道
株
式
會
社
(
九
軌
)
は
北

九
州

一
…帯
の
殊

に
五
都
市
の
経
済

的
號
展

の
六
め
に
交
通
網

な
張
り
そ

の
沿
線

に
電
力

を
供
給
し
そ

の
大
経
済
團
體

の
獲
展

奄
迅

速
な
ら
し
め

て
ゐ

る
こ
ご
に
於

い
て
見
逃

し
得

ぬ
も

の
で
あ
る
o
即

ち
九
軌
線

は
先
づ
門
司
市

な
基
鮎
ビ
し
小
倉
市
、

八
幡
市
な
貫
き
折
尾

町

に
及

び

延
長
十

八
哩

二
十

二
鎖
、
更
に
小
倉

市
よ
り

の
支
線

は
戸
畑
市

な
経
て
八
幡

市
の
中
心
地
鮎

で
あ
る
中
央

区
に
於

い
て
本
線

ピ
合

し
、

こ

」
に
小

倉
、
八
幡

、
戸
畑

の
三
市

な
連
絡

す
ろ
。
営
業

哩
数

二
十
四
哩
四
十
六
鎖

に
達
す
。

こ
の
外

に
九
軌

は
門
司
、

折
尾
間

に
乗
合
自

動
車

な
設
け
北
九
州
五
都
市
な
中
心
に
し
て
の
包
括

的
経
済
団
体

の
発
展

奄
速

か
な
ら

し
め
て
ゐ
ろ
。
そ
れ
は
著

し
く

こ
の
地
域

の
近
接

た
加

ヘ
カ
ε
共
に
、
九
軌

の
走
ろ
所

に

一
の
大
都
市
が

形
成
せ
ら
れ
う
が
如
く

で
あ

る
。
第

二
に
に
、
各
都
市
が
殆
ご
共

同
的
な
背
後
地

と
前
面
地
と
々
有
す
る
こ
と

、
各
都
市
が
本
邦
出
炭
総
額

の
五
割
な
占

む
ろ
所

の
遠
賀

川
流
域

の
筑
豊
炭

田
か
控
.礼
て
ゐ
ろ

(
鵡
澗
縣
商

工
課
編

・
福
岡
縣

の
産
業

一
〇
頁
、
同
じ
く
福
岡
縣

の
鑛
業
)

、
こ
と
に
、
先
づ
北
九
州

の
諸
都
市
な
緊
密

な
ら

し
め

ろ
有

力
な
ろ
原
因

で
あ
る
。

從

っ
て
筑
豊
炭
田
地
方

と
こ
れ
ら

の
諸
都
市

と
の
す

べ
て
の
連
絡

に
完

全
に
な
さ
れ

て
ゐ
る
。

(
福
岡
縣
商
工
課
編

.
福
岡
縣

商
業

の
研
究
第

四
章
蓮
輸
交
通
)
、
即

ち
筑
豊
炭
田
地
方

に
於

い
て
採
掘

ぜ
ら
れ

六
る
石
炭

に
鐵
道
に
依
り
直
接
浩
費
地

へ
途
ら

ろ
、
外

纏

濟
団
体

ミ
し
て

の
都
市

の
號
展

(第

一
巻
第

一
號
)

C

五
五



'
経
済
團
體
と
む
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻

第

一
號
)

c

五
六

は
筑
豊
線

に
依

っ
て
若
松

叉
に
門
司
港

へ
、
小

倉
鐵
澄

に
依

つ
て
東
小
倉

へ
、
田
川
線
に
依
り
宇
島
港

へ
.
叉
河
川

、
運
河

な
利
用
し
川

鰐
其

の
他

に
依

つ
て
若

松
港

に
出
で
是
等
各
港

よ
り
船
積
と
・し
て
内
外
各
地

に
輸
送

ぜ
ら
ろ

(
福
岡
縣
商
工
課
編

・
福
岡
縣

の
鑛
業
九
!

一
〇
頁
)
、

こ
れ

に
依

つ
て
北
九
州

各
都
市
に
炭

田
地

方
奄
背
後
地
と
し
て
そ

の
著

し
者
経
済

的
発
展

な
な
し
得

る
こ
と
な
知
る
。
叉
背

後
地

に
共
通
的
な
筑
豊
炭

田
地
方
な
有
す
る

一
面
に
、
前
面
地

と
し

て
日
本
主
要
工
業

に
対
し

原
料

ミ
販
路

と
な
提
供
す

る
中
華
民
國
の

大
陸

及
び
南
洋
並
び
に
朝
鮮

な
近
距
離

に
有
ず
ろ
こ
ミ
に
北
九
州
都
市

の
大
糎
濟
團
體

へ
の
発
展

に
有
力
な

ろ
原
因

な
な

す

こ
ご
に
余
り

に
明

か
で

あ
る
o
第

三
に
に
、
各
都
市
が
個
別
的
特
徴
な
有
・し
全
髄

の
ぬ
め
の
部
分
的

役
割

な
持

つ
て

ゐ
ろ
こ
ざ
、

北
九
州

に
於

け
ろ
各

都
市
が
各
自
に
夫

々
の
特
徴

な
有
し
、
從

つ
て
各
都
市
が
全
体

の
れ
め
に
そ
の
部

分
的

役
割
な
果
す
こ
と
ぼ
、
北
九
州
諸
都

市

が
全
体

ミ

し
て

一
の
経
済
團
體

れ
り
得

る
素
質
な
備

へ
て
ゐ
ろ
の
で
あ
ろ
。
即
ち

こ
れ
な
先
づ
門

司
に
就

い
て
み
れ
ば
北
九
州
の
突
端

ミ
し
て
本
州

地
方
と
の
連
絡
地
鮎

に
あ

る
こ
と

從
つ
て
交
通
運
輸

の
中
福
地
鮎

で
あ
る
こ
と
に
云
ふ
ま
で
も
な

い
o

A
表

に
依
れ
ば
門
司
に
於

い
て
に

商
業
交
題
業

に
從
事
す
る
者

の
戸
数

が
約

四
割
五
分
五
厘
に
及
ん
で

ゐ
ろ
o
そ

の
出
入
船
舶
籔
及
び
貿

易
総
額

に
就

い
て
も
亦
北
九
州

に

於
け

ろ
諸
都
市
中
第

一
位
に
あ
る
は
云
ふ
ま
で
も
な

い

(
福
岡
縣
統
計
書
第

三
編
・
鋤
業

・
昭
和
三
年
、

二
八
八
i

二
九
九
頁
)
例

へ
ば
内

國
貿
易
に
就

い
て
昭
和
三
年
編
岡
縣
内
十
三
港

の
入
港
船
数

二
十
八
萬
九
千
四
百
十
九
、
噸
数

三
千
七
百
八
萬

五
千
百
四

十
六
噸
中
門

司

港

の
ろ

が
全
船
数
の
約
五
割

一
分

四
厘
、

全
噸
数

の
約
五
割
九
分

た
占
め
て

ゐ
る
。
從

つ
て
出
入
貨
物
価
格

も
亦
門
司
港
が
第

一
位
で
あ



る
こ
と
に

、
内
國
貿
易

に
就

い
て
昭
和
三
年
編
岡
縣
内
十

三
港

の
出
貨

物
価
格

五
億

五
百
四
十
九
萬
飴
圓

、
入
貨

物
価
格

三
億

七
干

七
百

二
十
三
萬
蝕
圓
申
、
門
司
港
が

前
者
の
約
五
割

八
厘
後
者
の
約
七
割

三
分

一
厘
な
占
め
て
ゐ
ろ
こ
と
に
依
リ
明
か

で
あ

ろ
。
即

ち
貿
易

上

重
要

な
る
地
位

な
占
め
ろ
門
司
港

は
輸

入
港
と
・し
て
内
國
貿
易

上
の
み
な
ら
す
外
國
貿
易
上

に
於

い
て
も
亦
特
殊

の
役

割

な

持

つ
て
ゐ

る
。
蘇

に
門

司
港

が
北

九
州

の
包
括

的
都
市
経
済
團
體

と
し

て
特
蘇
な
ろ
役
割

を
も

つ
こ
ミ
に
、

そ

の
個
別
的

類
別
に
依

ろ
輸
出
入
品
調

が

こ
れ
た
謹
明
し
て
ゐ
る
。

(
福
岡
縣
統
計
書
第

三
編
・
勧
業

・
昭
和
三
年

二
九
〇
頁
、

二
九
四
頁
以
下
)
例

へ
ば
門
司
港
は
海
外
よ
り
砂

糖

、
小
峯

、
大
豆
粕
、
鐵
材
葎
巨
額
に
輸
入
し
、
精
糖
、
小
峯
粉

、
セ
メ

ン
ト
な
最
も
多
く
輸

出
し
て
ゐ

る
。

(
福
岡
縣
商
工
課
編

・
幅

岡

縣
商
業

の
研
究

、
四
頁
以
下
)

、
そ
れ
は
即
ち
門

司
港
が
北
九
州
に
於
け

ろ
他

の
都
市
と
最
も
密
接
な

ろ
蓮
絡
あ
る

こ
と
な
示
す
の
み

な
ら
す
、
門
司
市
自
ら
は
重
要
工
業

な
有
し
、
福
岡

縣
内

工
産
物
総
価
格

の
約

二
割

三
分
五
厘
な
占

め

て
ゐ
ろ
。
小
倉
に
戸
畑

と
共

に
重

要
な

ろ
石
炭
工
業

の
都

市
と
し
て
存

す
。
殊
に
、
小
倉
に
若

干

の
平
野
な
背
後

地
に
有
し
海
面
埋
立

と
相
侯

ち
て
北
九
州
都
市

の
大
糎
濟

團
體

の
中
心
と
し
て
そ

の
將
來

の
発
展

な
約
束

ゼ
ら
る
。
即

ち
、
福
岡
縣
内

の
官
業

と
む
て
に
八
幡
製
鐵
所

の
外

に
は
、
小
倉

の
門

司
鐵

道
局
小
倉

工
場

ε
陸
軍
造
兵
廠
小
倉
兵
器
製
造

所
ピ
た
以

て
主
要
と
す
ろ
、小
倉
兵
器
製
造
所
の
如
き
は
大
正
四
年
以
前
は
門
司
に
存

し
、

そ

の
地

に
於

い
て
揚
張

の
絵

地
な
き

に
至

り
六
る
な
以

て
小
倉

に
移
転

さ
れ

六
の
で

あ
ろ
。
そ
れ
は
、
北

九
州
都
市
の
全
鷺
的
纏
濟
團
體

か
ら
み

て
そ
の
各
都
市
が
個
別
的
役

割
な
演
す

る
こ
ピ
に
於

い
て
最
も
興
味
あ
る

こ
ミ
で
あ

ろ
。
術
近
く
小
倉

兵
器
製
造
所

の
隣
接
地

に

経
済

團
盤
と
し
て

の
都
市
の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

五
七



経
済
團
體

亡
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

五
八

は
東
京
砲
兵

工
廠

の
移
転

が
實
現
さ
れ
つ

瓦
あ
ろ
。
小
倉

に
に
其

の
他
重
要

工
業

あ
り
o

即
ち
鐵
製
品

、西
洋
紙
、
電
力
、
電
球

、
車
輌
。

工
業

に
於

い
て
縣
内

に
優

れ
れ
地
位
々
も
つ
戸
畑
は
,
特
に
石
炭

工
業
都
市

と
し
て
、
各
種

の
重
要
工
業

を
有
す
。
即

ち
が
ラ

ス
工
業
、

製
煉

工
業

に
於

い
て
傑
出
し
、
殊
に
ガ
ラ

ス
製
品
に
昭
和
三
年
福
岡

縣
内

ガ
ラ

ス
製
晶
縄
価
格

の
約

六
割

七
分
八
厘

た
占

め
て
ゐ
ろ
。
八

幡
は

い
ふ
ま

で
も
な
く

八
幡
製
絨
所
な
中
心
に
存
在

す
ろ
。

こ
㌔
に
八
幡

が
北
九
州

に
於
け
ろ
大
都

市
経
済
団
体

に
於

い
て
特
殊
な

る
地

位
な
占
む
る
所
以

が
存

す
る
o

叉
八
幡

に
は
製
鐵
所
の
外
に
重
要
工
業

が
存
す
る
o
製
鐵
晶

、
洋
釘

,
煉
瓦

に
於

い
て
懸
内

に
優

れ
れ
地

位
奄
も

つ
。
若

松
は

石
炭
輪
出
港

と
し
て
叉
原
料
輸

入
港

と
し
て
北
九
州
五
都
市

の
大
経
済

團
鷺

に
於

い
て
は
特

殊

の
役
割

な
持
つ
、
即

ち
若
松
港
の
石
炭
積
出
は
昭
和

三
年
内
國
移
出
額
が
稲
岡
縣
内

の
総
移
出
額

の
約
八
割

一
分

三
厘
、
外
國
輸
出
額
が
編
岡
縣
内
の
総
輸
出

額

の
約

三
割
八
分

七
厘

に
及
ぶ
。
積
出
石
炭

は
殆

.ε

「
す
べ
て
若
松
、
戸
畑
の
爾
騒

に
.到
着

ぜ
う
も

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
六
め
若
松
騨
に

取
扱
荷
物
量

に
於

い
て
全
國
各
購

に
冠
」

(
編
岡
懸
商

工
諜
編

・
編
岡
縣

の
鑛
業

二

頁
)
で
あ
ろ
。
こ
の
意
味

に
於

い
て
若
松
、
戸
畑

及

び
門

司
宇
島
に
筑
塩
炭
田

の
門
戸
を
録

す
。
殊

に
若

松
に
於

い
て
そ
の
主
要
役
割
な
果
す
。
若
松
は
叉
石
炭

の
外

に
巨
額
の
精

糖
々
積

出
す
。
若

松
は
原
料
輸
入
港

と
し

て
北
九
州
の
純
濟
團
體

に
於

い
て
叉
主
要
な

る
任
務
な
持

つ
、
即

ち
輸

入
す
ろ
所

の
原
料
に
主
と
し
て

海

外
か
ら

で
あ
り
、
鐵
鑛

、
石
炭

(
製
煉
用
無
煙
炭
)
、
砂

糖
が
そ

の
主
な

ろ
も
の
で
あ
ろ
。
殊

に
鐵
鑛
に
八
幡
製
鐵
所

ミ
の
關

聯
に
於

い
て
軍
要
で
あ
り
、
若

松
の
輪

入
す

る
鐵
鑛

の
み
が
昭
和
三
年
福
岡

縣
内
の
総
輪

入
額

の
約

八
割
七
分
二
厘
に
及
ぶ
、
周

に
直
方
bμ
筑
豊



炭

田
の
中
心
地
な
な

し
地
方

工
業

の
中
橿
で

あ
る
。

(
福
岡
縣
商
工
課
編

・
福
岡
縣
の
機
械
器
具
工
業
並

に
官
業
八
頁
)
直
方
が
地
方

工

業

の
申
福
で
あ
る

一
面
に
、
地
方
交
逸
の
要
橿

に
當
れ
る

こ
ミ
は

注
目

せ
ら

る
べ
き
で
あ
ろ
。

即
ち
直
方
市

に
地
方
鐵
道

の
外
に
最
近
著

し
く
登
達

し
六
乗
合
自
動
車

に
於

て
、
編
岡
縣
内
第

一
位
な
占

め
、
そ
の
路
線
数

二
十

三
に
及

ぶ
ご
云
は

る
。
こ
の
點

に
於

い
て
近
く
市

制

な
施
行

ぜ
ら
ろ

べ
き
飯
塚

町
に
直
方
市
ピ
共
に
北
九
州
都
市
経
済

團
鵬
の
う
ち
に
加

へ
ら

ろ
べ
き
特
殊
性
ε
實

力
と
な
も

つ
て
ゐ
る
。

第

四
に
は
、
都
市
間

に
会
社

、
工
揚

が
連
絡
し
都
市
の
蓮
接

な
固
め
ろ

こ
と
、
北
九
州

の
各
都

市

(
直
方
市
々
除

い
て
)

が
相
互

に
固
く

連

絡

す
る
こ
と
に
、
第

二
に
あ
げ
六
前
面

地

の
外

に
共
同
的
背
後
地
と
し
て
筑
豊
炭
田

を
控
え
ろ

こ
亡
が
そ
の
重
要
な

る
原
因
な
な
し
て
ゐ

う
が
、
重
要

工
業
殊

に
火
力
工
業
関
係

の
會
社
、
工
場
が
接
績
す

る
こ
ミ
に
叉
大
き

い
原
因
が
あ
る
。
實

に
門

司
か
ら
小
倉

、
戸
畑
、
八

幡

、
若
松

の
間

に
有
力
な

る
工
業
地
帯

な
形
成
し
て
ゐ
ろ
。
例

へ
ば
九
軌
沿
線

に
於
け
ろ
重
要

工
業

を
み
れ
ば
、
螢
國

セ
メ

ン
ト
、
淺
野

セ
メ

ン
ト
、
九
州
製
銅
所
、
神
戸
製
鋼
門

司
伸
銅

工
場

、
日
本
製
粉
、
古
河
九
州
電
線

、
大
日
本
製
糖
、
帝
國

ピ
ー

〃
、
小
倉
製
銅
所
、

東

京
製
鋼
小
倉
工
場
、
東
洋
車
輌
、
王

子
製
紙
小
倉

工
場

、
小
倉
兵
器
製
造

所
、
東
京
電
氣
小
倉
工
揚
、
北
九
州

ガ
ス
、
九
軌
小
倉

獲
電

所

、
大
阪
曹
蓬
小
倉
工
携
、
門
鐵
小
倉

工
場
、
日
本
導
火
線
、
八
幡
製
鐵
、
明
治
製
糖
戸
畑
工
場

、
具
島
木
材
防
腐
、
戸
畑
鋳
物

、
戸
畑

耐
火
煉

瓦
、
明
沿
紡
績

、
旭

ガ
ラ

ス
牧
山
工
場
、
日
米
板

ガ
ラ

ス
、
栃

木
造
船

、
東
海
鋼
業
、
安

田
製
釘
所
、

三
菱
骸
炭
、
九
州

耐
火
煉

瓦

、
小
野
田

セ
メ
ソ
ト
、
九
州
化
學

工
業

、
九
州
製
鋼
、
九
州
銑
鐵
、
黒
崎
窯
業
、
中
央

セ
メ
ソ
ト
、
安

川
電
機

等
で
あ

る
。
更
に
北

九

経
済
團
體
と
し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
毬
第

一
號

)

c

五
九



純
溝
團
腔

ミ
し
て
の
都

市
の
発
展

(
第

一
巻
第

噌
號
)

C

六
〇

州
五
都
市
に
於

け
ろ
昭
和
三
年
の
工
場
数
其

の
他
な
み
れ
ば
次

の
如
く
で
あ

ろ
。
(
福
岡
縣
統
計
書
第

三
編
・
渤
業
・
昭
和
三
年

=
二
九
頁
)

一

工
場

数

門

司

小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

詣四
三

三
二

五
〇西

小

計

二
三

福
岡

縣
全
答

三
四
八

職

工四
〇
毛

三
八
三

棊
七
五

二
〇金

西
益

蓋
〇
七
〇

四
畿
〇
六

其

の

他

の

從

業

者
二
毛

二
三
七

U読
九

二
毛九

八

二
〇八

二
八
充

右
計
数
は
八
幡
製
鐵
所

の
如
く
福
岡

縣
塩

の
直
接
関
係

に
な

い
も
の
な
含
ん
で
ゐ
な

い
結
果
、
必
す

し
も
正
確

と
云
ひ
難

い
が
、
丑
都

市

の
工

場
数

の
稿
岡
縣
全
管

内
の
総
数

に
対
す

る
割
合
は

一
割
七
分
、
職

工
及

び

そ

の

他
從
業
者
数

は
約

三
割

に
當
る
。

・
、れ

な
會
社

(
銀
行
な
除
く
)
の
状
勢

か
ら
み
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
。



門

司

小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

小

計

福
岡
縣
全
管

社

敷三
四

四
〇豆九

五
五
三

三
三
七

九
五
四

出

資

額

叉

に

公

稽

資

本

金

二
垂

三
四
七
8

八
六
三
三
七
吾

〇

二
五
空

七
8

0

き

三
九
西
九
五

三
毫

六
四
五
ニ
ニ

一九
三
九
四五
二
一七

四
〇
八
四五
九
一〇
六

積

立

金

(円
)

一四
二
五
七
六

三
七
九
四
三
三
七

八
毛

嵩
六
三
七

三
〇
〇
八
四
六

一四
六
八
二
五
九

一五
距
四
八
六
五
五
〇

二七
ニ
ニ
ニ
一五
七

右
計
数

に
依
れ
ば
昭
和
三
年
北
九
州
五
市
に
於
け
ろ
批
数
に
福
岡

縣
全
杜
藪

の
三
割
五
分
五
厘
、
資
本
金
は
全
體

の
四
割
七
分
二
厘
、
積

立
金
は
全
体

の
五
割

七
分
に
當
ろ
o

し
か
も

一
千
萬
以
上
の
資
本
金
を
有
す
ろ
會
社
が
福
岡

縣
全
管
内

に
十

二
あ
ろ
が

、
そ
の
う
ち
門

司

一
、
小
倉

二
、
戸
畑

一
、

八
幡

一
、
若
松

二
即
ち
北
九
州

の
五
都
市

が
七

つ
な
占

め
て
ゐ
る
。

こ
れ
々
会
社

(
銀
行

な
除
く
)
の
営
業

別

か
ら
み
れ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

経
済
団
体

と
し
て

の
都
市

の
糞
展

(
第

一
巷
第

一
號
)

C

六

一



門

司

小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

計

福
岡
縣
全
管

社

数

農

業

出
資
額
叉

ハ

公
稽
資
本
金

積

立

金

社

数

工

業

出
資
額
叉

ハ

公
稽
資
本
金

積

立

金

社

数

商

業

出
資
額
叉

ハ

公
稽
資
本
金

積

立

金



水

陸

運
輪
業

鑛

業

社

数

出
資
額
叉
ハ

公
稽
資
本
金

へ円

)

積

立

金へ円
4

社

数

出
資
額
叉
ハ

公
稽
資
本
金

(円

げ

積

立

金

へ
円
」

天

四
空
ハ鴎
O
O
O

ニ
ニ五
三
二
三五

天
宍
0
0
0

三
〇
〇
Q

二

四
六
二
〇
〇
〇
〇

…
毫
呈

二

二
〇
〇
〇
〇
〇

三
七
〇唱

二
〇
〇
〇
〇〇
〇
〇

五
九
三
〇〇
〇〇

三

七

ニ
ハ三
〇
〇
〇

七
六
穴
0
0

充
八
〇

≡
四
八
九

二

四

三
〇五
〇
〇
〇

二
8
七
〇
〇
〇
〇

四
毛

一〇
き

O

三
四

一〇
七
〇
八
八
〇
〇

四
六
四
八
山宅三

哩
二
空

O
O
O

発
四
三
九
毫

八
二

四
三
八
毛
0
8

毛
=
九
老…

三
三
九空

O
O
O

一〇鴎
七
八
五
五
〇

こ
れ
に
依
れ
ば
、
北
九
州
五
都

市
は
農
業
團
體

で
な

い
こ
と
に
極

め
て
明
白
で

あ
る
。

會
社
数
か
ら
み
れ
ば
工
業

會
社

が
福
岡

全
管
内

の

う
ち
三
割

二
分
な
占
め
そ

の
公
稽
資
本
金
が
七
割

六
厘
,
鑛
業
會
社
が

三
割

八
分

、
そ
の
公
構
資
本
金
が

三
割

四
分
、
商
業
會
社
が
三
割

六
分
、
そ

の
公
稽
資

本
金

が
三
割
七
厘
、
水
陸
蓮
輸
業

會
社

が
四
割

一
分
、
そ

の
公
稽
費
本
金
が

二
割

四
厘
な
占

め
て
ゐ
ろ
。
叉
五
都

市

の
會
社
別
か
ら
う
れ
ば
、
五
都

市
中
、
瀧
数

に
於

い
て
は
す
べ
て
門

司
が
第

一
位

に
あ
り
、
工
業

.
商
業

に
於

い
て
八
幡
が
第

二
位
、
運

輪

、
鑛
業

に
於

い
て
若

松
が
第

二
位
で

あ
る
o
資

本
金
額

に
於

い
て
に
、

工
業

に
於

い
て
八
幡
.
商

業
に
於

い
て
小
倉

,
蓮
輪

に
於

い
て

経
済
團
體

と
し
て
の
都
市

の
獲
展

(
第

一
答
第

一
號
)

c

六
三



纏
濟
團
體

と
し

て
の
都
市

の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

六
四

門
司
、
鑛
業

に
於

い
て
若
松
、
戸
畑

が
第

一
位

な
占
め
て

ゐ
ろ
。
叉

こ
れ
な
工
場

の
種

別
か
ら
み
れ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

門

司

小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

計

福
岡
縣
全
管

染

繊

工

暢
一国一豆一

二
二

二
九
六

機
械
器
具
工
場⑭二

二一三ズ三δ圭充
七

化

學

工

場⑥=八五七一
ー三

二
西

一

飲
食
物
工
場イ八三五四二二

二

四
二
〇

雑

工

暢蚤三6三三1美天
O

特

別
工
場㈹

一五!六西

σD

製
糸

,
撚
糸
、
紡
績

、
絹
織
物
、
綿
織
物

、
染
物
、
編
物
組
物

②

機
械
、
船
舶
車
輔
、
器
具
、
金

屡
品
、
鍍
金

個

窯
業

,
製
糸

、
製
油
製
蝋
、
製
藥
、
獲
火
物
、
雑

催

酒
類
、
醤
油
、
味
噌
,
製
粉
製
米
、
清
涼
飲
料
、
製

氷
、
製
糖

、
菓
子
、
権

詰
、
…雑

㈲

印
刷
製
本
、
木
製
品
、
雑

㈹

電
氣
、
瓦
斯
、
金
属
製
煉



右

表
に
於

い
て
八
幡

の
染
繊
工
場
の
う
ち

一
〇
は
編
物
組
物
工
揚
で
あ
ろ
が
、
そ
れ
に
最
近
著

し
く
な

つ
れ
八
幡

市
街
地

副
業
が

大
き

い

原
因

乞
な

し
て
ゐ
る

(
福
岡
縣
商

工
課
編

・
市
街
地
副
業
の
研
究
五
頁
以
下
)
、
機
械
器
具
工
場

は
五
市
互

に
登
達
し
て
ゐ
る
が
工
場
別

に
す
れ
ば
各
都
市

に
夫

々
特
徴

な
も

つ
て
相

互
連
絡
し
て

ゐ
ろ
。
即
ち
門
司
に
於

い
て
は
船
舶
車
輌

五
、
機
械

六
、
金
属
品

八

の
工
場
な

主
と

し
、
小

倉
に
於

い
て
ぼ
船
舶
車
輌

三
、
金
屡
品

四
、
機
械

五
の
工
場
o
戸
畑
に
於

い
て
に
鋳
物
四
、機
械

五
、船
舶
事
輔
七

の
工
揚
。

八
幡

に
於

い
て
に
、
金
廃
品
五

の
工
場

。
若

松
に
於

い
て
は
機
械

三
、
金
屡
品
五
の
工
場

な
主
と
し
て
ゐ
る
。

全
髄

ぜ
し

て
は
五
都
市

に

於

い
て
福
岡

縣
管

内
機
械
器
具
工
場

の
三
割

七
分
な
占
め

て
ゐ
ろ
。
化
學

工
場

は
門
司
に
於

い
て
窯
業

七
な
数

へ
、
八
幡

に
於

い
て
同
じ

く
四
な
数

へ
ろ
o
飲
食
物

工
場
は
五

都
市

必
す

し
も
多
き

な
数

へ
な

い
。

唯

々
門
司
が
製
糖

に
於

い
て

二
、

八
幡
が

一
存
数

へ
て
福
岡
縣

管

内
全
数

の
四
割

二
分

八
厘

な
占
め

て
ゐ
ろ
。
雑

工
揚
中
、

注
意

す
べ
き
は
印
棚
製
本

工
膓
で
あ

る
が
、
門

司
ぼ
十
七

工
場
な
有
・し
福

岡

市

の
十
九
に
劉
抗
し
、
福
岡

縣
管

内
全
敷

の
二
割
八
分
に
及
ん
で
ゐ
る
。
特
別
工
揚
に
於

い
て
に
電
氣
、
瓦
斯

工
揚
が
主

要
で
あ

る
が
、

ホ
倉

ぽ
電

氣
二
、
瓦
斯

三
、
門

司
は

一
な
占
め
て

ゐ
ろ
。
福
岡

縣
管
内

の
全
数

は
電
氣
六
、
瓦
斯
七

で
あ
ろ

か
ら
小
倉
、
門

司
に
こ
の
點

に
於

い
て
重
要
で
あ
る
o

即
ち
從
來
北

九
州
五
都
市

の
瓦
斯

に
西
部
合
同
瓦
斯
株
式
會
社

に
依
つ
て
供
給

ぜ
ら
れ

て
ゐ
れ
が

、
大
正

十
二

年

六
月
北
九
州
瓦
斯
株

式
會

社

(
贅
本
金
二
百
五
十
萬
圓
)
の
創
立

に
依
り
五
都
市
の
瓦
斯
事
業

に
同
社

に
縫
承
さ
れ
六
。
同

瀧
は
門
司

小
倉
、
若
松

に
瓦
斯
発
生

工
揚
な
設
備
し

こ
れ
に
瓦
斯
供
給

な
な

し
た
が
、
八
幡

、戸
畑

の
二
市
に
別

に
八
幡
製
鐵
所
の
供
給

な
う
け
衷
。

経
済
團
體

ε
・し
て

の
都

市

の
発
展

(
第

一
巻

第

一
號

)

.

c

六
五



経
沸
團
體
と
し
て

の
都
市

の
発
展

(第

一
巻
第

一
號
)

C

六
六

(
福
岡
縣
商

工
課
編

・
福
岡
縣

の
化
學
工
業

二
三
頁

以
下
)
二

」
に
五
都

市
の
特
別
な
る
連
絡
関
係

が
登
生
、
継
続

し
て

ゐ
る
。

こ
れ

な
電

氣
関
係

か
ら
み
れ
ば
、
北

九
州
都
市

に
劉
す
る
電
力
供
給

に
主
ピ
し
て
九
州

水
力
電
氣
松
式
會
融
(
九
水
)
及

び
九
州
電
氣
軌
道

株
式
會
社

(
九
軌

)が
當

つ
て
ゐ
ろ
。

九
水
ほ

明
治
四
十
四
年
福
岡

、
大
分
爾
縣
下
の
電
氣
事
業
ε

い
ふ
大
目

的
奄
以
て
創
立
せ
ら
れ

、
爾
來
爾
縣
下

の
多
数

の
電
氣
會
社

な
合
併
し

て
今

日
に
至

つ
お
が
主

に
北
九
州
並

に
筑
豊
炭
田
に
電
燈

電
力
を
供
給
す
う
な
以

て
任
務
と
し
た
。
九
軌

は

こ
れ

に
反
し
、
明
治
四
十

一
年
門

司
電
氣
軌

道
株
式
會
軸
襲
起
人
の
事
業

な
八
幡
電
氣
軌
道
株

式
會
瀧
殿
起
人
に
於

て
譲
受
け

こ
れ

な

九
州
電
氣
軌
道
株
式
會
社
と
名
附

け
、
夏

に
小
倉

電
燈
株
式
會
社

の
事
業
及

び
大

阪
電
燈
株
式
會
魅
門

司
支
店

の
事
業
な
譲
受

け
、
叉
八

幡
電
燈
株
式
會
社

な
合
併

し
て
今
日

に
至

つ
六
。

こ
れ
に
依

う
も
、
九
軌

に
、

元
來
、
北
九
州
五
都
市
の
う
ち

の
関
係
事

業
と
・し
て
発
展

し
六
も

の
で
あ
リ
、

從

つ
て
北
九
州
五
都
市
な
単
一

の
経
済
團
體

と
し
て
発
展

せ
・し
む

う
に
直
接

、
異
常

の
力
な
な

す
も

の
と

云
に
ね
ば

な
ら

ぬ
。
叉
電
力
使

用
の
側
か
ら

云
ふ
も
北
九
州
五
都
市

は
頗

る
優
越
し
て

ゐ
ろ
。

(
福
岡
縣
商

工
課
編

.
福
岡
縣
の
電
氣
事
業
昭
和

三

年

=
二
頁
)

門

司

工

揚

数

燈

使

用

電

力

(

「
キ

ロ
ワ

ツ
ト

」
時

)

用

「

一

燈

用

外

計
六
七
〇
五三
七九
〇

生

産

額

鉱
五
〇七
三
〇
〇六



小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

計

福
岡

縣
全
管

二
〇八九九

六
五

西
九

九
Q
八
三
〇

唱三
九
四
三
二
〇

二
天
三
七
〇

二
九
四
茜

八

四
六
七
三
六
四
六

八
三
三
玉
六
八
八

三
二
九
〇
六
六
八
四

三
交
八
五
三

三
三
七
二
蓋
六

七
究
〇
八
四
七

西
O
全

四
三
〇
二

美
完
三
呈

一〇

三
三
八
一四
八
〇
四

二三
〇八
二
八三
三

三
五
空

三
六

七
九
八
九
三
九
五

西
五
凱
二
七九
四
八

三
六九
壬
宍

充
八

二
盆

二
四
二
七

二
七
翌

O当

二

二
四
二
八
二
九
九

充
O
翌
四
九
五

三
九
二
天
九
三
九

二
二
八
δ

〇六
三
二

こ
れ

に
依
れ
ば
、
電
力
使
用
工
場

に
北
九
州
五
都
市
に
於

い
て
福
岡

縣
全
管

内
の
四
割

三
分

六
厘
、
工
場
使
用
電
力
の
う

ら
燈
用
に
福
岡

縣

全
管
内

の
五
割

六
分
.
燈

用
外
は
三
割

九
分
、
燈
用
及
び
燈

用
外
は

三
割
…九
分

四
厘

に
當
ろ
o
次
ぎ

に
こ
れ
な

生
産
物
価
格

種

別
の
黙

か
ら
み
れ
ば
次

の
如
く
で

あ
ろ
。
(
編
岡
縣
統
計
書
第
三
編

・
渤
業

・
昭
和
三
年

一
頁
)

門

司

小

倉

工

産
円

八
六
三四
〇三
三
六

一二
三
四
〇五
八
六

鑛

産

農

産

ー

1

-

ー

ド

L,円

ー
ト

充

六
八
一九

二
妻

六

[

　天
八
八
合

}

畜

産

1
ー
』ー

ー
I-

翻

-

ニ
ハ三
九
二
二

四
=
ゴ二
三

水

産

八
〇
九
九
六
三

八
二
三
三
八
六

・

林

産

ー

ー

円

-,

三
五

西
O
空

練
濟
團
體

ミ
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

六
七



経
沸
團
體

と
し
て
の
都
市

の
焚
畏

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

六
八

戸

畑

八

幡

若

松

計

福
岡

縣
全
管

二
老

三
三
六
〇

一八
四
四
九
九
五
七

一八
九
八
八
三
七
三

一七
二
八
五
〇
五
一二

三
六
六
三
九
〇五
圭

一
一二
三
八
七

毛

四
憂
六

ニ
ハ五空

二
翌
巽

一
四
一
八
三
一
六
七
七

一二
三
八
二
三三

一〇善
三
七
四誓

一〇
〇
三
〇
一

四
五
二
三
八
九

七
六
三

七

一二
〇空

堅

八
〇
三
七
八
五
九

三
七三
五六

二
〇
九
八
天

一八
六
三
二

二
二
二
宍
至

七
九
七
五
二九
四

三
三
翫
三

五
二
八
全

二
九
宅

八
二
三
山盤

究

八
空
ハ
=

こ
れ

に
依

れ
ば
北
九
州
五
都
市

は
工
産
物
価
格

に
於

い
て
著
し
く
傑

出
し
、
昭

和

三
年
福
岡

縣
杢
管

の
工
産
物
総
価
格

の
四
割
九
分
九
厘

を
占
め
て
ゐ
る
。
工
産
物
以
外
は
水
産
物
が
多
少
注
目
ぜ
ら

ろ
べ
き
程
度
で
あ
ろ
に
過
ぎ
な

い
。

こ
れ
な
以
て
み

ろ
も
北
九
州

五
都
市

が

工
場
都
市
と

い
に
れ

ろ

一
理
由

が
存
す
ろ
。
昭
和
三
年
福
岡

懸
統
計
書
第

三
編
渤
業

に
依
リ
主
要

な
る
工
産
物

に
就

い
て
そ
の
順
位
な
定

む

れ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

福
岡

縣

杢

管

内

第

一

位

働

轡

電

線

第

二

位

印
刷
物

亜
鉛
板

第

三

位

肥

料

船

舶



門

司

セ

メ

ン
ト

機

械

製

萎

粉

、

数

ビ
ー

ル
、

酒

類

ス

レ
ー

ト

鉛

版

、
鉛

管

、

マ

ニ
ラ

ロ
ー
プ

満

涼

飲

料

水

小

倉

戸

畑

八

幡

若

松

西
洋
紙
、
紙
器

電

力

電

球

陶
磁
器

車

輔

ガ
ラ
ス
製
品

洋

釘

煉

瓦

ナ

フ

タ
リ

ソ
、

ク

レ
ナ

ソ
ー

ト

洋

服
、

メ

リ
ヤ

ス
製

品

鐵

製

品

直

'勿
由
円

壬
丁
牛

・マ

几
ロ

凸
口

癖

舟

鐵
製
品

工
業
用
藥
品

絹
織
物

清
涼
飲
料
水

綿
糸
紡
績

砂

糖

煉

瓦

舶

舶

セ

メ

ソ
ト

綿
織

物

コ
ー

ル
タ

ー

ル

木

製
品

コ
ー

ク

ス

肥

料

鐵
製
晶

瓦

斯

紙

器

印
刷
物

右

の
う
ち
、
門

司
に
伸
銅

(
銅
管
、
銅
棒
、
銅
板
)
、
電
線
、

ス

レ
ー
ト
、
鉛
版
、
錯
管
類
、

マ
ニ
ヲ

ロ
ー
プ

に
於

い
て
、
小
倉

は
電
球

西

洋
紙

に
於

い
て
、

八
幡

に
洋
釘
.

ナ
フ
タ
リ

ソ
に
於

い
て
各

々
第

一
位

な
占
め

る
の
み
な

ら
す

叉
独
占

的
で
あ
る
。
か
く

の
如
く
第

経
済
團
體

と
し
て
の
都
市

の
獲
展

ハ
第

一
巻
第

一
號
)

C

六
九



紳
濟
團
體

と
し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七
〇

一
位

に
し

て
狽
占

的
な

ろ
地
位
な
占
む

ろ
工
崖
物
を
有
す
ろ
は
北
九
州
三
都
市
な
除
け
ば
、
大
牟

田
市

(
ボ
イ
ラ

ー
ジ

ン
グ
)
、
及

び
福

岡
市

(
球
郷
鐵

器
)
あ

る
に
過
ぎ
す
。
即
ち
北
九
州
五
都
市
殊
に
門

司
、

小
倉
、

八
幡

に
五
都
市
経
済
團
體

の
工
業
的
中
心

勢
力
と
し

て

各

自
特
色

な
獲
揮
し

つ
・
あ
り
、

こ
の
間
に
若
松

が
、
船
舶
製
造
に
於

い
て
第

一
位
に
あ
ろ
は
そ

の
出
炭
港
、
原
料
輪
入
港

と
し

て
存

す

る
當
然
の
結
果
で
あ
リ
、
戸
畑
は
新

興
都
市
と
し
て
ガ

ラ
ス
製
品

に
首

位
な
占

む
。

こ
の
他
に
叉
所
謂
特
産
物
の
側

か
ら
、
例

へ
ば

八
幡

の

メ

ーー
ヤ

ス
、
小
倉

の
小

倉
縮

の
如
き

な
挙
げ

ろ
秘
得
。
(
特
産
物

に
就

い
て
は
特

に
福
岡
縣
商

工
課

・
特
産
物

研
究
其

ノ

一
)
第

五
に
に
、

各

都
市

が
相
互

に
利
害
関
係

が
緊
密
で
あ
ろ
こ
と
、
第

一
か
ら
第
四
ま
で

の
種

々
な

ろ
原
因
に
、
第

五
の
結
論
的
原
因
な
生
ず
o
從

つ
て

こ
の
瓢
に
第

一
か
ら
第

四
ま

で

の
う
ち
に
究
明

ぜ
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
も
出
來
る
が
、
更

に
、
他
の
鐵
道
及
び
そ

の
他

の
交
逓
機
關

.
港

溝
、
道
路

、
橋
梁
、
運
河
設
備

に
就

い
て
北
九
州
五
都
市

儲
著

し
く
共
同
的
利
害
関
係

を
感
す

ろ
。
殊

に
最
近
に
於

い
て
最
も
重
要
問
題

ミ
な

つ
六
の
は
北
九
州

に
於
け

る
工
業
用
水
問
題
で

あ
る

。
實
に
工
業
用
水

の
み
謀
ら
す
飲
用
水
な
如
何

に
供
給
す
べ
き

か
に
北

九
州
五

都
市
の
最
も
重
大

問
題

で
あ
り
、
北
九
州
五
都

市
が
等
し
く
そ
の
共
同

利
害
関
係

に
立

つ
問
題

で
あ
ろ
、
叉
同
時
に
そ
れ

に
北
九
州
五
都
市

が

一
の
純
濟
團
鵬
と
し
て
團
結

し
発
展

す
ろ
こ
と
に
於

い
て
の
み
解
決

の
可
能
性
を
有
す
る
問
題
で
あ
ろ
e
だ
が
、
こ

㌔
に
は
北
九
州
に
於

け

ろ
用
水
問
題
な
旙
岡
縣
都
市
計
霊
委
員
會
事
務
官
東
後
琢
三
郎

氏
の
勢
作
に
譲
り
六

い

(
北
九
州
に
於

け
ろ
將

來
の
用
水
量
、
九
州
向

治
政
研
究
會

「
研
究

と
報
告
」
昭
和
六
年
第

三
號

一
頁
以
下
)
o



以

上
の
五
貼
に
於

い
て
、
北
九
州

に
於
け
る
五
都
市

(
更

に
直
方

市
を
加

へ
れ
ば

六
都
市
)

が
、
包
括
的

に
単
一

の
経
済
團
體

と
・し
て

見

ら
れ
得

べ
き
な
明
か
に
し
得

れ
。
し
か
し
乍
ら

こ
の
他
に
爾
そ
の
實
相
調
査
を
重
ね

る
事
に
依
り
、
よ
り

正
確
な
数
字
秘
墨
げ
得

ろ
で

あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
爾

他
日
に
待
ち
れ

い
。

れ

ノ
現
在

に
於

い
て
北
九
州
五
都

市
に
關

・し
て
淺

さ
れ
六
鮎
は

金
融
関
係

、
取
引
所
関
係

、

商

工
會
議
所
関
係

で
あ

ろ
。
何

と
な
れ
ば
前
述
の
如

く
こ
れ
ら

の
鮎
に
都

市

の
経
済
獲
展
な
究
明
す

う
に
に
基
礎
條
件
と
し

て
墨
げ
ら
れ

て
ゐ
う
か
ら
で

あ
ろ
。
し

か
し
乍
ら
先

に
獨
逸
都

市
に
就

い
て
述

べ
六

よ
う
に
、
現
在

の
金

融
関
係

殊
に
銀
行

に
、就

い
て
に
北
九
州
都
市

に
於

い
て
も
亦
中
央
諸

叙
行

ξ
の
関
係

な
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
o
即
ち
門
司
、
小
倉
、
戸
畑
、
八
幡
、
若
松

に
各

々
有
力
な

ろ

代
表
的
銀
行

な
有
す
う
も
亦
同
時

に
,
中
央
諸

銀
行

の
支
店
が
各
都

市
に
實
勢
力

な
振

つ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
門
司
に
に
日
本
銀
行
以
下

三

井
、
第

一
、
安
田
銀
行
等

。
小
倉

に
は
第

一
、
安
田
、
佳
友

銀
行
等
。
八
幡

に
は
安
田

、
若
松
に
は

三
非
、
住
友
、
安
田
銀
行
等
頗

る
多

い
、
が
元
來
福
岡

縣
の
金
融
的
中

心
地

に
福
岡

市

ご
云
に
れ

う
が
故

に

(
福
岡
縣
商
工
課
編

・
福
岡
縣
商
業

の
研
究
)
、
こ
の
點

に
於

い

て
は
福
岡

市
が
優
越
し
て
ゐ
る
。
取
引
所
は
博
多
取
引
所
が
福
岡

市

に
あ

る
に
止
ま
ろ
。
商
工
會
講
所

に
博
多

、
久
留
米
の
外

に
、
北
九

州

に
於

い
て
に
門
司
、
小
倉
、
若

松
、
八
幡

に
あ
り

。
更

に
商

工
會
が
組
織

せ
ら
れ
商
工
會
議
所

と
共

に
商

工
業

の
嚢
達

な
計

る
。
商

工

會
は
昭
和

三
年
福
岡

縣
内
に
六
十
七

ケ
な
有
し
主
ご
・し
て
市
街

地
に
存
す
o
(
福
岡
縣
商
工
課
編

・
編
岡
縣
商
業

の
研
究

一
一
頁
以
下
)。

趣
濟
團
體

と
し
て

の
都
市

の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七

一



純
濟
團
贈
…
と
し
て
の
都
市
の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號

)

C

七
二

第
二
の
場
合

の
公
営
事
業
の
主
塩
た
る
都
市
を
経
済
團
體

と
し
て
み
る
場
合

に
於
け
る
都
市
の
磯
展
は
、
近
來
に
於

い
て
釜

々
著

㊤

し
く
感
ぜ
ら
る
。
殊
に
獨
逸

に
於

い
て
、
大
戦
中
、
地
方
団
体

の
活
動
は
経
済

領
域
に
於
い
て
頗
る
活
溌
で
あ
つ
た
、
即
ち
都
市
は

職
時
の
緊
急
か
ら
幾
多
の
共
同
的
経
済

施
設
を
な
し
て
以
て
多
く
の
領
域
に
於
い
て
私
経
済

の
活
樺
範
囲

を
狭
め
た
が
戦
争
終
了

と

共
に
そ
れ
ら
の
市
営

事
業
は
多
く
解
膣
し
た
、
し
か
し
乍
ら
都
市
が
諸
事
業
を
経
営

し
得
る
能
力
は
充
分
に
認
め
ら
れ
て
戦
前
よ
り

は

一
暦
そ
の
経
済
的
活
動
力
を
嚢
揮
す
る
に
至
つ
た
、
の
み
な
ら
す
職
後
に
於
け
る
獨
逸

の
都
市
に
は
経
済

的

・
社
倉
的
領
域
に
於

の

い
て
都
市
の
途
行
す
べ
き
事
業
が
頗
る
増
加
し
た
Q
殊
に
、
佳
宅
問
題
。
衛
生
問
題
,
失
業
問
題
、
日
常
生
活
品
問
題
に
於
い
て
都

市
は
こ
れ
と
無
関
係

の
立
場
に
立
つ
を
得
な
く
な

つ
た
。
即
ち
ワ
イ

マ
ー
黛
派
は
地
方
團
體

に
於
け
る
最
大
多
数
の
住
民

暦
を
形
成

cり

す
る
労
働
大
衆
の
重
厘
を
う
け
て
、
各
人
が
人
間

に
債
す
べ
き
生
活
を
得
し
む
る
こ
と
を
誓
約
し
た
。
憲
法
に
依
り
各
人
が
人
間
に

債
す
べ
き
坐
活
を
得
し
む
る
た
め
に
は
戦
時
の
経
験
に
從

つ
て
地
方
團
罷
自
ら
が
住
民

の
利
益

に
直
接
影
響
す

べ
き
各
種
の
事
業
維

の

管
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
獨
逸
各
都
市
は
自
ら
事
業
の
主
燈
と
な
つ
て
團
體

住
民
の
た
め

に
多
く
の
幅
利
施
設
を

敢
て
し
た
、
こ
れ
と
共
に
獨
逸

都
市
に
労
働

せ
る
吏
員
、
從
業
員
、
労
働
者

の
数
は
著
し
く
増
加
し
た
。
今

こ
れ
を
次
表
に
依
つ
て

明
か
に
し
よ
う
。



の

第

八

表

一
九

二
八
年

に
於
け

け
獨
逸

主

要
都

市
從
業
者

数

伯

林

ケ

〃

ン

ミ

エ

ン

(

ソ

ラ

イ

プ

チ

ツ

ヒ

ド

ソ
,

ス

デ

ン

プ

レ

ス

ラ

ウ

エ

ッ

セ

ン

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

ア

ム
●
マ

イ

ン

ド

ル

ト

ム

ン

ド

デ

ユ

ツ

セ

ル

ド

〃

フ

ハ

ノ

ヴ

ア

ー

ニ

ユ
ー

〃

ン

ベ

〃

ク

シ

ユ
ツ

ツ

ツ

ガ

〃

ト

吏

員

、
從

業

員
三
〇
囲

既
七
二
八

詣
益

六
三
〇
二

九
晃
〇

五
三
九
九

茎

ハ五

五
六
八
六

二
七
三
四

二
五
=

二四
鮒
八

四
西
七

三
茜
七

労
働

者
三
六
巻

三
九
毛

七
五三
七

三
八宅

δ
〇九
八

老
〇
八

二
風
空

δ
三
幽

三
益

三
尭
五

亜
畿

ヨ
〇
三

話
六
七

合

計
五
毛

茜

天
六
八
五

蓋
O
天

塑

六
九

晃
天
八

三
δ
七

塁
〇
六

霊
八
δ

四
空
五

七
δ
六

圭
ハ國
三

七
二
穴

糞

西

'

全
人
口
に
鉗
す

る
割
合τ

二

二
・
六

二
・
二

二
・
八

三
ユ

ニ
・
二

〇
・
九

二
・九

一ユτ
六

τ
八

●丁
八

マ
八

経
済
團
體

と
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七
三



纏
濟
團
體

電
・し
て
の
都

市

の
腰
展
、
(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七
四

」

ケ

ム

ニ

ツ

ツ

ゲ

ル

セ

ン
、キ

〃

ヘ

ン

マ
グ

デ

プ

〃

ク

ヶ

ー

ニ

ス

ベ

〃
ク

デ

ユ
イ

ス
プ

〃
ク

シ

ユ

テ

ツ

チ

ン

マ

ン

ハ

イ

ム

ア

〃

塾

ナ

ボ

ヒ

ユ

ム

キ

ー

ル

ハ

〃

レ

バ

ル

メ

ン

カ

ツ

セ

ル

エ
ル
ヴ

ア

フ

ヱ

ル
ド

ア

ウ
グ

ス
プ

ル

ク

ア

ー

ヘ

ン

}

一

冒三
豊

三
金

量

ハ剛

三
七
二

毛
突

髭
〇
七

三
呈
八

西
吾

八
〇
岩

ニ
ハ宅

コ
七
五

二
両
〇

三
七
ミ

δ

二

二
〇三
三

三
九
四

吾

9
毛
三
九

二
八
三
五

冤

窪

≡

呈
三
九
嵩

二
二
二
四

一三
九
〇

九
六
三

充
圭

二
八
9

三
〇
六

三
八
二

δ
主

δ
室

豆
四
二

八
二
五
六

三
9
西

五
三
究

七
M
三

三九
Q
三

二
八〇
〇

五
二八
ニ

ニ
八
四
〇

剛七
究

三
五
八
九

三九
糞

蓋
酉
六

M垂

六

邑
八
二

三
〇
九
囚

二
八
三
六

二
西

O
・
九

τ

八

二
・
四

τ
四

一
三

二
三

一
・
二

〇
・
八

τ

七

二
・
〇

一
●
三

了
鮒

一
・
二

一
・
八

一
・
八



炉

ウ

・イ

ス

バ

ー

デ

ン

カ

ー

ル

ス

〃

ー

エ

プ

ラ

ウ

ン

シ

ユ

コ

イ

ヒ

エ

〃

フ

ル

ト

ク

レ

フ

エ

ル

ト

ミ

エ

ー

ル

ハ
イ

ム

ハ

ム

瀞

ル

ン

ヒ

ン

一ア

ン

プ

〃

〃

ミ

ユ

ン

ヘ

ン

n

一グ

ラ

ツ

ド

パ

ツ

ハ

ミ

エ

ン

ス

タ

ー

プ

ラ

ウ

エ

ン

ハ

ル

プ

ル

ク

ーー

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ブ
ル
ク

マ

イ

ン

ツ

ナ

ー

パ

ー

ハ
ウ

セ

ン

ル

1

ド

ウ

イ

ソ

ヒ

ス

覧

ハ
ー

フ

エ

ン

グ

ラ

イ

ウ

イ

ツ

ソ

三
六
二

天
六
六

杢

四

九
二
就

δ
五
四

六
充

四六
六

四
八
五

六
七
二

九
鷲二

一
二
九

山三
九

尋

O

垂

五

空

七

四
七
二

茜
六
〇

霊
八
】

三
八
九

八
吾

八
六
四

δ
益

四
八
八

六
〇
二

=
九
五

=
肇

九
盃

七
八
四

二
毛
六

究

一

δ
奎

八
二
五

二
八
ニ
ニ

三
四
四
七

塞

ハ三

毛
七
五

充

天

毛
O
O

九
轟

δ
八
七

唱八
六七

二〇
全

二
〇
三
四

西
三

四
天
六

茎
ハ六

晃
八
二

三
九
七

τ

八

二
・
二

.

U・
三

τ

二

一
●
四
」

三

一

〇
毛

O
・
八

…

τ

五

一
・
八

τ
七

τ
二

三
・㌻

τ
酉

マ
八

三

噌

b.

経
済
團
體
と
し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七

五



経
済
團
體

と
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

七
六

1

ゲ

ン

第

九

表

六
〇
圏

四
四
.

{

毒

【

①

一
九
二
八
年
に
於
け
る
獨
逸

主
要
都
市
の
市
営

事
業
從
業
員
(吏
員
を
含
め
て
)及
び
労
働

者
数

一.
。

【

伯

林

ケ

ル

ン

ミ

ユ

ン

ヘ

ン

ラ
イ

プ

チ

ツ

ヒ

ド

レ

ス

ヂ

ン

プ

ン

ス

ラ

ウ

エ

ツ

セ

フ

ラ

ン

ク

フ

〃

ト

ァ

ム
●
マ

イ

ン

ド

〃

ト

ム

ソ

ド

デ

ユ
ツ

セ

〃
ド

〃

フ

埜
織

肇吾
五

九
三
九

六
九
四

九
八
一

八
三
五

一
七
六

五
八
五1

璽

八

醗
働

ー
一六
九
六

一九
〇四

一九
八
三

二茜

六

西
五
四

四
二七

=

一三

δ
八
三

市
街
電
車

乗
合
自
動
車

港
(
倉
庫
、港

薄
鐵
道
等
)

農
,
山
林

徽
殺
鵬

其
の
他
※

計

殿
業
誘

働
.

1

毛

二　
六
。
三
。

難
業
誘

働
諏
業
禰

働
諏
業
融

働
醸
業

二
六〇
九

一七
三
四

四
三
六
藍

九
八
二

一全

六

二
四
八

1
二四
七1ー
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三四
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三
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四
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=髭八九

モニ
四

二
四竜

三
二三二

七
三
五

四
三
六

豆
O

死
七

尭=
五

気
二
四

三
二
三

二
三
六

二
舞

六
詣

旺
二
〇

二
豊

三
七
〇一

※

其

の
他

の
う
ち
に
は

,
市

立

の
銀
行
、
貯
蓄

銀
行

、
振
替
銀
行

、
質
屋

、
飛
行
揚
、
煉

瓦
製

造
所
、
採
銅
所

、
鑛
山

、
石
坑
、
藥

局
、
族
宿
、
酒
保
、
醸
造
所

、
陳
列
所

,
公
會
堂
、
漁
場
、
溶
場

、
廣

告
所

を
含
む
o

こ
れ
に
依

れ
ば
、
獨
逸

に
於
け
る
市
行
政
事
務
及
び
市
営

事
業
に
関
係

せ
る
從
業
者
数
は
各
都
市
全
人
口
の
約

一
分
乃
至
三
分
に

上

つ
て
ゐ
る
。
勿
論
大
戦
前
に
於
け
る
計
歎
が
不
充
分
な
る
た
め
に
、
都
市
の
経
済
的
活
動
を
充
分
に
示
し
が
た
い
が
、
第
八
表
及

び
第
九
表
に
依
っ
て
、
都
市
の
経
済
團
體

と
し

て
の
活
動
範
囲

並
び
に
當
該
事
業
の
関
係

人
員
が
職
前

に
比
し

て
激
増
し
た
こ
と
はの

明
か
で
あ
る
。
例

へ
ば
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
於

い
て

一
九

=
二
年
市
営

事
業
の
た
め
の
労
働
者
は
僅

か
に
三
千
百
人
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が

一
九
二
八
年
に
於
い
て
は
殆
ん
ど

一
萬
人
を
歎

へ
る
に
至

つ
た
。

こ
～
に
ラ
イ
プ
チ
ツ
ヒ
は
市
営

事
業
の
主
膣

と
し
て
強
力
な
る
雇

主
的
地
位
を
獲
得
す
る
に
至

つ
た
。
元
よ
り
か
く
の
如
き
都
市
の
経
済
団
体

と
し
て
の
實
勢
力
は
、
都
市
の
大

い
さ
及
び
都
市
の
活

動
範
囲

に
從

つ
て
各

々
大
小
を
生
じ
て
く
る
。
例

へ
ば
、

一
九
二
八
年
に
於

い
て
獨
逸

百
八
十
五
の
都
市
に
市
営
事
業
の
た
め
の
勢

純
濟
團
體
と
し
て

の
都
市
の
発
展

(
第

一
巻
第

一
競
)

C

七
九
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C

八
〇

働
者
は
十
七
萬
六
千
人
を
存
し
た
が
、
こ
の
う
ち
十
萬
四
千
人
は
人
口
二
十
萬
以
上
の
都
市
、
二
萬
千
人
は
人

口
十
萬
以
上
の
都
市
、

二
萬
六
千
人
は
人
口
五
萬
以
上
の
都
市
、
二
萬
四
千
人
は
人
口
二
萬
五
千
以
上
の
都
市
に
散
在
し
た
。
だ
が
、
そ
の
各

々
に
於
い
て

各
都
市
が
事
業
を
中
心
に

一
の
経
済
團
體

と
し
て
存
在
す
る
に
か
は
り
は
な

い
。

都
市
の
経
済
團
腿
と
し
て
の
獲
展
の
状
勢
を
市
営

事
業
の
種
別
か
ら
み
れ
ば
實
に
複
雑
多
種
で
あ
る
。
蓋

し
地
方
團
體

の
事
業
経

⑧

螢

は

極

め

て
発
展

的

傾

向

を

帯

び

、
殊

に

、
水

道

、

ガ

ス
、

電

氣

、

電

車

等

の
経
営

に
於

い
て

顯

著

で

あ

る
。

フ
ツ

ク

ス
に
依

れ

ば

、

⑨

近
代
國
家
に
於
け
る
市
鶯
事
業
は
欧
洲
大
戦
に
至
る
ま
で
、
六
段
階
を
経
て
磯
展
し
た
と
い
ふ
。
即
ち
第

一
に
は
水
道
事
業
で
あ
つ

て
・
公
営

水
道
は
英
國
に
於
い
て
十
九
世
紀
の
初
期
、
獨
逸

に
於
い
て
は

一
八
七
〇
年
に
建
設
さ
れ
た
。
第

二
に
は
屠
殺
場
で
あ
つ

て
,
公
営

屠
殺
瘍
は
佛
蘭
西
に
於
い
て
早
く
、
獨
逸

に
於

い
て
は
十
九
世
紀
七
〇
年
代
に
、
英
國
に
於

い
て
は
八
〇
年
九
〇
年
代
に

始
め
ら
れ
た
。
第
三
に
は
、
ガ
ス
事
業
で
あ
つ
て
,
公
営

ガ

ス
は
英
國
に
於

い
て
は
六
〇
年
七
〇
年
代
に
、
獨
逸

に
於

い
て
は
八
〇

年
九
〇
年
代
に
行
は
れ
た
。
第
四
に
は
電
氣
事
業
で
あ
り
、
第

五
に
は
電
車
事
業
で
あ
る
が
、
両
者

共
、
英

國
及
び
獨
逸

に
於

い
て

は
八
〇
年
九
〇
年
代
に
公
営
化
さ
れ
た
。
第
六
に
は
日
用
品
供
給
を
始
め
そ
の
他
の
産
業
各
部
門

へ
の
参
加

で
あ
つ
て
最
近
釜
々
行

は
れ
る
に
至
つ
た
。
元
よ
り

フ
ツ
ク
ス
の
云
ふ
所
は
す
べ
て
に
於

い
て
正
當
と
い
ふ
を
得
な
い
が
、
し
か
し
地
方
團
塩
殊
に
都
市
の

動

経
済
團
體

と
し
て
の
磯
展

の
傾
向
を
み
る
こ
と
が
出
來
を
。
第
九
表
に
依
つ
て
も
知
ら
る
る
如
く
、
水
道
、
ガ

ス
.
電
氣
、
電
車
の



公
営

は
盛
ん
に
行
は
れ
、
公
営

せ
ざ
る
都
市
は
殆
ど
稀
有
で
あ
る
。
殊
に
屠
殺
瘍
公
営

は
第
九
表
に
依
れ
ば
主

要
都
市
殆
ど
全
部
に

及
ん
で
ゐ
る
。
唯

々
こ
」
に
注
意
す
べ
き

こ
と
は
、
都
市
が
諸
般
の
事
業
経
営

を
な
す
に
際
し
、
都
市
の
活
動

は
都
市
の
区
域
に
の

み
止
ま
ら
す
し
て
都
市
の
轟
域
を
超
え
て
行
は
る
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
次
表
は
明
か

に
す
る
で
あ
ら
う
。

第

十

表

一
九
二
七
年
獨
逸
主
尊
都
市
に
於
け
る
市
街
鐵
道
及
び
乗
合
自
動
車
の
経
営
極
別

並
び
に
線
路
延
長

一

市

街

鐵

道

(
電
車
)
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自

動

車

一一
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※
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※
※
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)

市

潜

市

瞥

市

菅

市

誉

市

聲

(
配
)

二
三

ヨ

一̀

韮

O

晃

〇

二
四

九
〇

三
九

二
九

七
一

「
ー鉱金三一

i
五二

ー

※

準
市
潜
ご
に

こ
の
場
合

に
於

い
て
は
特

別
賃
貸

の
形
式

に
俵

つ
て
継
管

ぜ
ら
ろ

㌧
も
の
、
伯
林

に
於

い
て
は

現
在
F
E

W
A
G

が
経
督

し
て
ゐ
る
。

(
B
o
s
s
,
B
e
r
l
i
n
 
v
o
n
 
I
l
e
u
t
e
.
1
9
2
9
.
S
.
5
4

※
※

配
と
ぼ
配
給
所

の
み
が
経
骨

ぜ
ら

る

・
も
の

※
※
※

他
と
は
市
櫛

、
混
合
企
業
以
外
の
形
式
に
依

つ
て
経

瞥
ぜ
ら
ろ

」
も

の

獨
逸

主
要
都
市
に
於

い
て
行
は
れ
た
市
営

事
業
は
都
市
そ
れ
自
身
の
利
益

の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
直
ち
に
隣
接
地
域
と
の
緊
密

㈲

な
連
絡
を
計
つ
た
。
實

に
公
営
事
業
を
中
心
と
し
て
み
た
る
都
市

の
経
済
團
體

と
し
て
の
獲
展
は
そ
の
隣
接

地
域
と
の
關
連
に
於
い

経
済
團
體

ビ
し
て
の
都
市

の
獲
展

(
第

一
巷
第

一
號
)

c

九

一



経
済
團
體

と
し
て
の
都
市

の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

九

二

て
重
要
な
る
意
義
を
持
つ
に
至
る
。
例

へ
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
市
に
於

い
て
は
、
市
営

電
軍

の
路
線
延
長
は
全
然

市
区
域
内
に
の
み
限
ら
れ
る
が
.
市
営

乗
合
自
動
車

の
市
旺
域
内

の
路
線
延
長
は
僅
か
に
三
割
六
分
五
厘
に
過
ぎ
な

い
、
換
言
す
れ

ば
市
営

乗
合
自
動
車
の
路
線
延
長

の
六
割
三
分
五
厘
は
市
区
域
外
に
及
ん
で
ゐ
る
。
殊
に
ラ
イ
ン
・
ウ

エ
ス
添
プ
ア
ー
レ
ン
地
方
に

於
け
る
重
要
工
業
都
市
に
於
い
て
は
、
市
匪
域
内
外
の
蓮
絡
が
緊
密
で
あ
る
。
例

へ
ば
ゲ
ル
ゼ

ン
キ
ル
ン
ー
。ヒ
ユ
ー
ル
に
於
い
て
は

市
営

電
車
が
市
厩
域
内
に
七
割
二
分
九
厘
の
路
線
を
持
て
ば
、

一
方
、
準
市
営

の
電
車
が
市
偏
域
外
に
八
割
四
分
六
厘
の
路
線
を
持

つ
、
又
乗
合
自
動
車
は
混
合
経
営

に
依
り
市
塵
域
内
に
八
割
六
分
三
厘
の
路
線
を
持

て
ば
、
他
方
、
準
市
営

に
依
り
市
区
域
外
に
九

割
四
分
二
厘
の
路
線
を
持
づ
、
從

つ
て
市
営
並
び
に
準
市
営

の
事
業
主
燈
た
る
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
ー
ビ

ユ
ー
ル
市
は
有
力
な
る
経

濟
團
體

と
し
て
そ
の
地
域
外
に
獲
展
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
を
叉
第
十

一
表
に
就
い
て
み
れ
ば
獨
逸

主
要
都
市
は
殆

ど
市
営
電
氣
を
持

つ

て
ゐ
る
が
、
そ
の
供
給
区
域
か
ら
み
れ
ば
.
隣
接
地
域
に
電
氣
供
給
を
な
す
も
の
が
多
い
。
同
様
な
る
こ
と

は
、
叉
瓦
斯
事
業
に
就

恥

い
て
も

云

ひ
得

る
q

即

ち

瓦
斯

供

給

区

域

は

人

口
二

十
萬

以

上

の
都

市

に
於

い
て

は
市

区

域

よ

り

も
遙

か

に
廣

汎

で

あ

る

。

何

と

な

れ
ば

隣
接

匠

域

が

一
般

に
供

給

区

域

と
な

つ

て

ゐ

る
か

ら

で

あ

る
。

こ
れ

に
属

す

る
大

都

市

は

ハ
ム
ブ

ル
ク
、

ケ

ル

ン
、

、、、
ユ

ン

ヘ

ン
、

ド

レ

ス
デ

ン
、

ハ
ノ

ヴ

ア

ー
、

ニ

ユ
ー

ル

ン
ベ

ル
ク

、

シ

ユ
ツ
ツ

ツ

ガ

ル

ト
、

ヶ

ム

ニ
ツ

ツ
,

シ

ユ
テ

ツ

チ

ン
、
マ
ン

ハ
イ

ム
、

ゲ

ル
ゼ

ン
キ

ル

ヘ

ン
で

あ

る
.・
瓦

斯

供

給

区

域

が

市

区

域

よ

り

も

狭

小

な

る
大

都

市

は

仙

林

(
市

の

一
部

に

は
伯

林

瓦

斯

倉

社

が
供



給

す

る

)

、

ラ
イ

プ

チ

ツ

ヒ

(
市

の

一
部

に

は

エ
ネ

ル
ギ

ー
會

社

が
供

給

す

る

、

エ
ッ

セ

ン
、

フ

ラ

ン
ク

フ

ル
ト

・
ア

ム

・

マ
イ

ン

(
二

ケ

の
瓦

斯

會

耐

が
供

給

す

る

)
、

で
あ

る

。

瓦

斯

供
給

区

域

が

市

区

域

と

同
範
囲

で

あ

る
大

都

市

は

、

ド

レ

ス
デ

ン
・

デ

ユ
ツ

セ

ル
ド

ル

フ
、

ブ

レ
ー

メ

ン
、

マ
グ

デ

ブ

ル

ク

、

ケ

ー

ニ
ス
ベ

ル
ク

、

キ

ー

ル

、

ボ

ヒ

ユ
ウ

ム
で

あ

る

。
し

か

る

に
都

市

の
人

口
歎

の

減

少
す

る

と
共

に

瓦

斯

供

給

歴

域

が

,

市

恒

域

よ
り

も

廣

汎

で

あ

る
都

市

は

少

く

な

つ

て
く

る

。

人

口
十
萬

以

上

の

二

十

の
中
都

市

に
於

い

て
瓦

斯

供

給

涯

域

が
市

旺

域

よ

り

も

廣

汎

で

あ

る
都

市

は

僅

か

に
七

つ

に
過

ぎ

な

い

(
ハ
ル

レ
、
ア

ル

卜

ナ
、
エ
ル

バ

ア

フ

エ

ル

ド
、

カ

ー

ル

ス

ル
ー

エ
、

リ

ユ
ー

ベ

ツ

ク
、

マ
イ

ン
ツ
、

ル

ー
ド

ウ

イ

ツ

ヒ

ス
ーー

ハ
ー

フ

エ
ン
)
他

の
十

三
都

市

は

市

区

域

と
瓦

斯

供

給

区

域

と
等

し

い
。

人

口
十
萬

以

下

の
四

十

五

の
都

市

に
於

い
て

、
瓦

斯

供

給

区

域

と
市

区

域

と

等

し

い
の

は

三

十

五

で

あ

り

、

他

の

八
都

市

は
瓦

斯

供
給

区

域

が
市

匿

域

よ

り
も

廣

い

(
ウ

ル

ツ
ブ

ル
ク
、

ツ

ウ

イ

コ
ー
、

オ

フ

エ

ン
バ

ツ

ハ
、

ロ

ス
ト

ツ

ク
・

ハ

イ

デ

ル

ベ

ル

ク
、

ヘ
ル
ネ

、

ブ

ラ

ン
ヂ

ン
ブ

ル
ク

、

コ
ブ

レ
ン

ツ
)

、

淺

り

の

二

つ
は

瓦

斯

供

給

区

域

が

市

麗

域

よ

り

も

狭

い

(
レ

ー

ゲ

ン

ス

ブ

ル

ク
、

ワ

ツ

テ

ン

シ
ヤ

イ

ド

)
、

即

ち
公
営

事
業

の
主
体

た

る
都

市

は

一
ヶ

の
経
済
団
体

と

し

て
行

政

的

地

域

を

超

え

て
経
済

的
発
展

を
な

す

こ
と

を

知

る
。

だ

が

、

こ

の
際

注
意

す

べ
き

こ
と

は

,
都

市

の
経
済
團
體

と
し

て

の
獲

展
'に
於

い

て
事

業
経
営

の
形

式
変
化

で

あ

る
。

即

ち

最

近

師

に
於

い
て
都
市
の
公
営
事
業
は
所
謂
混
合
経
営

の
形
式
を
と
る
に
至
つ
た
が
,
そ
の
理
由
と
し
て
塁
げ
ら
る
る
は
、
私
人
の
側
か
ら

纏
涛
団
体

と
し
て

の
都
市

の
発
展

(
第

一
谷
第

一
號
)

C

九
三



経
済
團
體

書

し
て
の
都
市

の
獲
展

(
第

噌
巻
第

一
號
)

c

九
四

㈹

も
亦
市

の
側
か
ら
も
相
互
に
有
利
で
あ
る
と
い
ふ
黙
で
あ
る
。
例

へ
ば
,
ラ
イ
ン
・
ウ

エ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ン
地
方
の
工
業
都
市
の
公

螢
事
業
を
み
よ
(第
十
表
)、
即
ち
工
業
都
市
に
於
い
て
は
純
市
営

よ
り
も
準
市
営

又
は
混
合
経
営

に
依
る
場
合

が
多
い
。
こ
の
場
合

鋤

・

に
於

い

て
は

A

・
G

の
形

式

に
依

る

の

が
通

例

で

あ

る
。

例

へ
ば

、
南
獨
逸

鐡

道

株
式

會

社

、

(
エ
ツ

セ

ン

・
ボ

ッ

ト

ロ
ツ
プ

闊

)

ラ
イ

ン
鐡

道

株

式

曾

祉

(
デ

ユ
ツ

セ

ル
ド

ル

フ
・
ク

レ
フ

エ
ル
ド
間

)
バ

ル

メ

ン
鑛
山

鐵

道

株
式

會

社

(
バ

ル
メ

ン

・

エ
ル
ヴ

ア

フ

エ

ル
ド

問

)

ル

ー

ル
地

方

電

車

株
式

會

就

(
デ

ユ
イ

ス
ブ

ル
ク
ー

ハ

ム
ボ

ル

ン
ー

シ
テ

ル
ク

ラ

ー
デ

間

)

、

ボ

ヒ

ユ
ム

・
ゲ

ル
ゼ

ン
キ

ル

ヘ

ン
電

車

株

式

會

社

(
ゲ

ル
ゼ

ン
キ

ル

ヘ

ン
ー

ピ

ユ
ー

ル
、

ボ

ヒ

ユ
ム
、

ヘ
ル
ネ

、

ワ

ン
ネ

"

ア
イ

ッ
ケ

ル
、

ワ

ツ

テ

ン
シ
ヤ

イ

ド

間

)

等

多

数

に

上

る
。

こ
の

う

ち

、

株

式

に
於

い
て

デ

ユ
ツ

セ

ル
ド

ル

フ
市

は

ラ

イ

ン
鐡

道

株

式
會

社

の
九

割

六

分

、

ヂ

ユ
イ

ス

ブ

ル

ク
市

は

ル

ー

ル
地

方

電

車
株

式

會

社

の
六

割

一
分

を

占

め

て

ゐ

る

(
一
九

二

七

年

度

)
。

こ
の
他

、

ハ

ム
プ

ル

ク
市

は

ハ

ム

ブ

ル
ク
高

架

餓

道

株

式
會

社

の
株

式

四

割

三
分

八

厘

、

ラ

イ
プ

チ

ツ

ヒ
市

は

ラ

イ

プ

チ

ツ

ヒ
郊

外

電

車

株
式

會

枇

の
株
式

四

割

七

分

二

G9

厘

を

占

め

て

ゐ

る
。

か

く

の
如

き

は
猫

り
交

通

機

關
関
係

に

の

み

止

ま

ら

な

い
。

瓦

斯

、

電

氣

、

水

道

事

業

等

そ

の
他

頗

る
多

岐

に

互

つ

て
ゐ

る
.、

(
例

、

フ

ラ

ン
ク

フ
ル

ト

・
ア

ム

・

ア
イ

ン
市

は

フ

ラ

ン
ク

フ

ル

ト
瓦

斯

株

式
會

社

の
株

式

五

割

一
分

、

エ
ル

ヴ

ア

㈲

フ
エ
ル
ド
市
は

エ
ル
ヴ
ア
フ
エ
ル
ド
電
氣
株
式
會
耽
の
株
式
叫
割
九
分
、
等
)
殊
に
狛
林
に
於

い
て
ば
顯
著
な
事
實
が
あ
る
。
伯
林

⑳

市
長
ホ
ス
の
云
ふ
所
に
依
れ
ば
伯
.林
に
は

「
九
世
紀

の
八
〇
年
代
に
既
に
套
電
所
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
私
立
會
社
と
し
て
創
立
せ



ら
れ
た
。
し
か
る
に

一
九

一
五
年
電
氣
事
業
は
市
営

を
以
て
す
べ
し
と
の
意
見
が
強
く
、
こ
れ
を
市
に
於
い
て
引
受
け
た
が
、
大
伯

林
の
建
設
と
共
に
先
づ
電
氣
企
業

の
統
制
が
最
も
必
要
と
せ
ら
れ
た
、
か
く
し
て
大
伯
林
建
設
前
の
奮
隣
接
地
域
内
の
電
氣
事
業
は

伯
林
市
電
力
株
式
會
社
(
B
E
W
A
G
)
に
合
併
さ
れ
、
更
に
B
E
W
A
G
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
電
氣
経
営

者
た
る

マ
ル
ク
電

働

氣
株
式
愈
種
(M
E
W
)
と
協
定
し
て
伯
林
市
内
の
配
給
匠
域
を
完
全
に
自
己
の
手
に
統

一
し
、
蝕
に
嘗
て
の
市
営
電
氣
は
今
や
A

●

G
の
形
式
に
依

つ
て
経
営
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
の
事
實
は
何
を
示
し
て
ゐ
る
か
。
そ
れ
は
疑
ひ
も
な
く
地
方
團
體

殊
に
都
市
に
…封

⑳

す
る
資
本
の
攻
撃
で
あ
る
。
今
や
資
本
主
義
は
地
方
團
體

の
経
費
削
減
、
公
営

事
業
絶
勤
反
対

を
掲
げ
て
剛
争
を
導
い
て
ゐ
る
。
即

ち
公
営

事
業
に
対
す

る
資
本
の
追
跡
は
殊
に
ヤ
ン
グ
案
下
に
於
け
る
獨
逸
都
市
に
於
い
て
は
釜

々
激
し
く
、
た

め
に
、
公
営

事
業
は

私
資
本
に
譲
渡
せ
ら
れ
ん
と
さ

へ
し
つ
」
あ
る
、
實
に
公
営
事
業
に
依
る
部
分
的
利
益
独
占

は
資
本
家
に
と

つ
て
最
大
の
邪
魔
物
で

⑳

あ
る
が
故
に
、
資
本
家
は
こ
れ
を
私
資
本
の
掌
中
に
握
ら
ん
と
す
る
。
だ
が
、
公
営

事
業
を
直
接
奪
取
す
る
方
法
の
外
に
、
資
本
家

に
依
り
公
営

事
業
に
於
、け
る
強
鋼
力
と
私
企
業
に
於
け
る
利
谷
と
を
併
有
す
る
方
法
と
し
て
、
即
ち
混
合
経
営

が
案
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
。
混
合
経
営

こ
そ
は
地
方
團
體

殊
に
都
市
に
勤
す
る
資
本
の
巧
み
な
攻
撃
で
あ
る
。
か
く
し

て
薮
に
経
済
團
體

と

し
て
の
都
市

の
獲
展
は
異
常
な
る
資
本
の
攻
撃
を
う
け
る
に
至
つ
た
c誰

が
こ
れ
を
防
禦

し
得
る
か
。蓋
し
都
市
全
体

を
包
括
的
に
経

濟
團
鰐
と
し
て
み
る
場
合
に
於
け
る
都
市
の
獲
展
に
際
し
都
市
住
民
暦
は
都
市
の
経
済
的
特
質
に
依
り
著
し
く
影
響

せ
ら
れ
る
こ
と

純
濟
團
贈
…ご
・し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

九

五



経
済
團
體

と
し
て
の
都
市
の
獲
展

へ
第

一
巻
第

二
號
)

C

九
六

を
知
つ
た
。
即
ち
都
市
殊
に
大
都
市
住
民

層
の
大
多
歎
は
労
働
者
関
係

で
あ
る
。
地
方
團
腸
が
住
民

暦
多
藪

の
利
谷
を
保
護
す

べ
き

責
務
あ
り
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
住
民

層
の
多
藪
を
占
め
る
集
團
は
同
時
に
地
方
團
龍
の
椹
釜
確
保
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

鼓
に
地
方
團
體

殊
に
都
市

の
経
済
團
罷
と
し
て
の
磯
展
に
際
し
そ
の
内
部
的
且
外
部
的
資
本
の
攻
撃
は
唯

々
か
く
の
如
き
集
團
の
諸

鋤

機
關
を
通
じ
て
の
み
抗
孚
せ
ら
る
べ
き
所
以
が
存
す
る
、

M
o
s
t
 
0
.
,
 
A
V
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 
a
n
d
 
G
e
n
n
e
i
n
d
e
.
 
1
9
2
6
.
 
S
.
 
1
.
4
 
.
 
A
V
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
,
T
 
i
1
i
d
.
,
 
S
.
 
5
7
.
 
N
i
e
b
u
e
r
 
I
T
.
,
 
i
i
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
 
a
n
d
 
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
.
 
1
9
2
8
.
 
S
.
 
1
7
.
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
e
n
,
 
i
b
i
d
.
 
S
.
 
5
7
.

・

の

ワ
イ

マ
ー
憲

法
第
百

五
十

一
條
、
美
濃
部
博

士

「
戦
後
の
新
憲

法
」
五
四
頁
。

α

地
方
団
体

が
経
済

的
範
囲

に
於

い
て
活
動
を
な
・し
得

べ
き
原
因
に
就

い
て
に
從
來
屡

々
紛
争
あ

つ
六
が
、
最
近
、
地
方
團
體

の
纒
濟
的

活
動

は
歴
史
的

原
因
、

立
法
の
進
化
、
及
び
経
済

的
、
社
會
的

組
織

原
理

に
依

つ
て
惹
起

さ
れ

う
と
の
意
見
な
聞
く

に
至

つ
た
o
(
P
i
e
r
r
e

d
e
 
F
r
a
n
c
o
l
i
n
i
,
 
l
e
s
 
r
e
g
i
e
 
r
n
u
n
i
c
i
p
a
l
e
s
.
 
1
9
2
8
.
 
p
.
 
7
.

)

そ
の
意
見
は
す

べ
て
に
於

い
て
正
當
で
あ
ろ
と

い
ふ
こ
と
は
出
來
な

い
が
、

立

法

の
進
佑
な
地
方
團
體

の
経
済
的
活

動
の
原
因

に
加

へ
六

こ
ビ
ぼ
興
味
が
あ
ろ
。
元

よ
り
立
法
の
進
化
に
そ
れ
自
勇
原
始
的
原
因
で
な

く

し
て
派

生
的
原
因
で
あ

る
。

か
く
の
如
き
立
法
を
な
さ
し
む

る
経
済

的
原
因
が
既

に
前
提

さ
れ

ろ
。
だ
が
立

法
の
進
化
に
派
生
的
原
因



に
ぜ
よ
.
最
近
の
地
方
團
體

の
鰹
濟
的

費
展

に
就

い
て
は
考
慮
ぜ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
o
殊

に
獨
逸

に
於

い
て
ぼ
地
方
制

の
改
正
が

最
近
屡

々
行
は
れ
て
ゐ
る
。
地
方
制
改

正
の
重
鮎
が
こ
こ
に
あ
ろ
か
は
既

に
明

か
に
し
れ
が

(
拙
稿
、
地
方
制
改
革

の
重
鮎
、

國
家
學
會

雑
誌

四
三
の

一
二
、
四
四
の
三
、
四
四
の
五
)
別

に
、

こ
の
改
正
に
依
リ
地
方
團
體

ビ
・し
て

の
地
域
園
艦
が
純
濟
団
体

と
し
て
の
實
質

な

備

へ
ん

こ
す
る
條
項
あ
ろ

こ
亡
な
指
摘
し
た
。

(
同
稿
,

四
四
の
三
、

一
四
九
頁
)
だ

が
、
こ
の
點

に
於

い
て

の
最
も
進
歩
的

立

法
は

チ

ユ
r
リ
ソ
ゲ

ン

一
九

二
六
年
七
月

八
日
登
布

の
地
方
制
で
あ

ろ
○
蓋
し
、
從
來
蜀
逸

に
於

い
て
は
地
方
團
體

の
纏
濟
的
活
動

に
■就

い
て
の

法

規

に
歓
け

て
ゐ
た
。

(
N
e
u
b
a
u
e
r
K
l
e
i
n
s
c
r
g
,
 
D
a
s
 
S
t
a
c
l
t
v
e
r
 
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
s
.
 
1
9
3
0
.
 
S
.
 
2
8
0
.

)

し
か
ろ

に
、
バ
イ

エ
ル

ン
、
ザ

ク
セ

ン
、

チ

ユ
ー
リ
ン
ゲ

ン
の
地
方
制

は
こ
の
鍛
鮎
葎
補

足
す
う
に
至

つ
た
o
即

ち
チ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地
方

剃
第
九
十
五
條

に
依

れ
ば
.

「
地
方
団
体

ハ
共
盆
的

・
螢
利
的
管
造
物
、
施

設
、
企
業

ヲ
純
管

ス
ル
椹

能
チ
有

ス
」

(
第

一
項
)
る
も

の
と
し
、
更
に
■、

「
地

方
園
膿
ノ
企
業

ハ
專
門
的
、
純
濟
的
、
商
業
的
原
則

二
從

ソ
ニ・
ナ
サ
ッ
ベ
ク
、
企
業
費
、
投
下
資

本

ノ
利
梯
、
償

却
並

ビ
ニ
設
備
、
改

良

費
チ
補
…フ

ベ
キ

モ
ノ
ト
ス
」

(
第
九
十
七
條
第

一
項

)、
　即
ち
チ

ユ
ー
リ

ン
ゲ

ン
地
方
制
に
所

謂
公
鹸宮
事
業

が
管
利

事
業

れ
ろ
こ
ピ
葎
認

め
れ
鮎
に
於

い
て
劃

期
的
で
あ
ろ
。

公
公
営
事
業

の
本
質
論

に
就

い
て
に
日
本
に
於

い
て
も
屡

々
問
題

に
な

つ
六
こ
と

は
著
名
な
こ
と
で

あ
る
。
就
中
、
美
濃

部
博

士
、
行
政
法
鋼
例
大

正
十

四
年
版

八
頁
以
下
、
殊

に

一
一
頁
、

一
二
頁
。
稿
田
博
士
、
経
済

學

全
集

二
毬

一
二

四
九
頁

以
下
。
關
博

士
、
市
営

事
業

ノ
本
質

.

「
都
市
問
題

パ

ン
フ

レ
ツ
ト
第
五
冊

」
、
同
、
市
営

事
業

の
経
営

、
國
民
纏
濟
雑
誌

四
五

経
済
團
體

亡
し
て
の
都
市
の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號

)

C

九
七



経
済
團
體

ミ
し
て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
號
)

C

九
八

の
二
、

一
七

五
頁
以
下
)
。
安
井
英

二
氏
、
公
営

事
業
論
,
昭
和
二
年
、
東

京
市
政

調
査
會
、
都
市
問
題
(
七

ノ
四
)
))、
だ

が
、
か
く

の
如

く
所

謂
公
営

事
業
が
螢
利
的

目
的

な
も
以
て
経
営

ぜ
ら

れ
る
限
り
私
事
業

と
の
衝
突
は
免
れ
が
れ

い
結
果
、
法
律
は
當
時
社
會
民
主
党

の

提
議

に
依
リ

一
の
妥
協

策

を
講
じ
れ
。
即

ち
、

「
地
方
團
體

ノ
纏
濟
的
活
動

ハ
様
式
、
範
囲

共

ニ
ソ
え
公
法
上
ノ
地
位
及

ビ
行
爲
能
力

子

付
キ
適

富
ナ
ル
関
係

二
立
チ
,
且
、
公
義
務
履
行
チ
犯
サ
サ

コ
ト
チ
要

ス
」
(
第
九
十

五
條
第
二
項
)
ぐ」
し
、
更
に
、
「
同
種

ノ
私
企
業

ト

ノ
競
争

が
事
實
上
排
除

セ
ラ
〃
ベ
キ
公
営

事
業

ハ
公
釜

ノ
必
要

チ
充
足

ス
ベ
ク
経
営

セ
ラ
ル

ベ
キ
モ
ノ
ト

ス
」
(
第
九
十

九
條
)
即

ち
、
、の

意
味

に
於

い
て

い
へ
ば

地
方
團
體

の
経
済
的
活
動
は
實
質
的

に
頗

ろ
制
約
的

と
な

つ
れ
。
こ
れ

が

六

め

に
第
九

十
五
條
第

二
項

の
規
定

、

ぼ
社
會
民
主
党

に
依

ろ
地
方
團
體
経
済

活
動
反
対

の
表

現
ε
み

る
者
さ

へ
あ
ろ
。
(
I
I
e
r
m
a
n
n
,
 
K
.
,
 
D
i
e
 
n
e
u
e
 
K
r
e
i
s
-
_
r
n
d
 
G
e
r
n
e
i
n
d
e

o
r
d
n
u
g
 
v
o
m
 
8
 
J
u
l
i
 
1
9
2
6
.
 
1
9
2
6
.
,
 
S
.
 
5
2

)
更

に

「
地
方
團
體

ノ
企
業
経
営

ハ
特
別
法

二
依

リ

コ
ン
チ
定

ム
」

(
第
百
條
第
二
項

)
ミ

あ

ろ
は
公
営

事
業

の
實
際
的
活
動
々
特
別
法
に
依

つ
て
伸
縮

あ
ら
し
め
ん
と
す
ろ
の
で
あ

る
が
、
そ
れ

に
公
営

事
業
の
成
否
に
當
該
特
別

法

の
制
定
如
何
に
懸

う
も

の
で

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
監
督
官
庁

の
認
可
如
何
に
依
り
支
配
ぜ
ら
れ

る
こ
と

に
な
ろ
。
だ

が
そ
れ
は

チ

ユ

ー
リ

ン
ゲ

ン
社
會
民
主
党

の
獲
意
な

の
で

あ
る
。
(
H
e
r
m
a
n
n
 
K
.
,
 
G
e
m
e
i
n
d
e
o
r
d
n
u
n
g
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
5
4

)
、
・し
か
し
乍
ら
そ
れ
に
も
拘

ら
す

、
チ

エ
ー
リ
ン
ゲ

ン
地
方

制
に
地
方
團
體

の
経
済
的
活
動
に
關

す
ろ
諸
原
則
々
明
確

に
し
得
れ
。
同
時
に
叉
バ
イ
エ
ル
ン

地
方
制
に

地
方
團
體

の
経
済
的
活

動
範
囲

を
具
体
的

に
明
示

し
六

こ
と
に
於

い
て
意
義

ぴ
あ

ろ
(前

掲
拙
稿
四

四
の
三
、

一
四
七
頁

以
下
)
。



か
ら
集
録

か
ら
集
録

都
市
の
纏
濟
的
獲
展

の
重
要
性

に
就

い
て
は
、

か
ら
集
録

、

か
ら
集
録

殊

に
蜀
逸
主
要

工
業
都
市
の
密
集
地
で
あ

ろ
ラ
イ

ン
ウ

エ
ス
ト
プ
ア
ー

レ
ン
地
方

の
實
相
に
就

い
て
は

混

合
経
営

に
就

い
て
に
最
近
文
献
が

著

し
べ
壌
加
,・

経
済
團
體

"」し

て
の
都
市

の
獲
展

(
第

一
巻
第

一
號

)

C

九
九

Statisches  Jahrbucb deutscher Stadte. 24 Jg. 1929. S. 464. T
abelle I.: S. 495. T

abelle 4.: S. 501. T
abelle 5.

Statistiche' Jahrbuch deutscher Stadte. 24Jg. 1929. 5, 485. 'T
abelle 3.: S. 501. T

abelle 5

1V
irtschaftsleben, ibid. S. 58.

N
iebuhr, ibib. S. 23.

Fuchs, Ijandw
orterbuch der K

om
m

unalw
issenschaften. II. A

ufl. 1922. II. B
d. S. 241 ff.

Pierre de Francolini, les regies m
unicipales. 1928. p. 9.

Statistisches Jaharbuch deutscher Stadte, 24 Jg.1 1929. S. 542. T
abelle 2.: S.547. T

abelle 3.

Statistisches jahrbuch deutscher Stadte. 24 Jg. 1929. S. 430. T
abelle 10.

K
om

m
une and `V

irtschaft..

1929. S. 54 ff.

Statistisches Jahrbuch deutscher Stadte. 24 Jg. 1929. S. 395 ff.

Sigloch, D
ie U

nternehm
ungen der offentlichen H

and. 1929. S. 1021f.



擁
濟
團
鷺

と
し
て
の
都
市
の
発
展

へ
第

一
巷
第

一
號
)

C

一
〇
〇

し
た
o
日
本
に
於

い
て
關
博
士
、

公
営
事
業
の
公
私
共

同
経
営

、
大

々
阪
、
昭
和

二
年
が
あ
ろ
。

こ
れ
に
依
れ
ば
、
混

合
純
螢

の
大
規
模
な
る
場
合

は

A

・
G
の
形
式
な
と
り
、
小
規
模

な

ろ
場
合

は

、

G

・
m
・
b

・
H

の

形

式

な

と

る

・
・と
を

題

常

と
す

う

が

、
必

す

し

も

一
定

さ
れ

て

ゐ
な

い
。

例

へ
ば

一
九

二
七

年

、

市

の

市

街

鐵
…道
混

合
経
営

二
十

九

に
於

い
て

、

二
十

三

ぼ

A

・G

、

三

は
G

・
m
・
b

・
豆

他
は

未

報

告

ε

い
ふ

こ

と

で
あ

る
。

 K
ruse L

., D
er B

egriff der I'rivatw
irtschaft in seinem

 system
atischen V

erhaltnis zu dem
 B

egriff der offentlichen

W
irtschaft. 1928. S. 66.

Sigloch, U
nternehm

ungen, ibid. S. 131.

(Statistisches

Jahrbuch deutscher Stabte. 24 Jg. 1929. S. 517.)

Statistisches Jahrbuch deutscher Stadte. 24 Jg. 1929. S. 51.8.

Statistisches Jahrbuch deutscher Stiidte. !M
fg-, 1929. S. 432. S. 395. 

B
oss C

., B
erlin von Ileute. 1929. S. 53 ff.

Stein E
., B

randenburg. 1929. S. 38. 

K
ohlrausch E

., Y
oung-Plan and G

em
eindepolitik. 1930. S. 22. 

hohlrausch, Y
oungI'lan, ibid., S. 25.



K
o
h
l
r
a
u
s
c
h
,
 
Y
o
u
n
g
 
P
l
a
n
,
 
i
b
i
d
.
,
 
S
.
 
4
8
.

そ

の
か
く
の
如
き
所

以
に
就

い
て
は
更

に
吟
味
す
べ
き
で
あ

る
。
近
來

、
金
融
費
本
は
地

(
方
團
體

に
於

い
て
激

し

い
攻
撃
的
突
進
な
な

し
六
、

こ
の
突
撃

は
特

に
す
べ
て
の
公
営

事
業

な
私
纏
濟
的

コ
ン
ソ

エ
ル
ン
、

シ

ン
ジ
ク
ー

ト
、
ト
デ
ス
ト
に
完
全

に
編
成
替
す

る
こ
と

に
仕
向
け
ら
れ
六
、
そ
れ
は
同
時

に
、
資
本
主
義
的

合
理
化

と
公
営

事
業

の
餓
死
的

攻
撃
と

な

つ
て
あ

ら
は
れ

六
。

と
い
ふ
こ
と
並

び
に
こ
の
封
策

と
が
既

に
公
に
決
議

ぜ
ら
れ
■て
ゐ
ろ
o
(
D
i
e
 
K
o
m
m
u
n
e
,
 
9
 
J
g
.
 
N
r
.
 
9
.
 
1
9
2
9
.

S
.
 
6
5
)

)
嘗

て
公
営

化

な
以
て
地
方
団
体

社

會
主
義

へ
の
過
渡
的

手
段

と
考

へ
て

ゐ
六
社
會
民
主
党

は
今

や
公
営

事
業

の
私
費
本

へ
の
譲
渡

若
く
に
所
謂
混
合
経
営

に
さ

へ
も
賛

成
し

且
峯
加
す
う
に
至

っ
れ
。
だ
が
所

謂
公
営

化
は

必
す
し
も
地
方
團
體

社
會
主
義

へ
の
過
渡
的

手

段
と
考

へ
得
な

い
の
み
で
な
く
、

こ
れ
々
も
棄

て
去

つ
れ
こ
と
は
甚
し

い
矛
盾
で
あ

る
。
然
ら
ば
公
営

化
bμ
如

何
な

る
意
味
な
持
ち
得
る

か
、
即
ち
労
働

大

衆
の
六

め
に
若
干
の
貢
献

な
な

す
。
例

へ
ば
大
衆
供
給

の
廉

債
な
確

保
す

ろ
。

(
ガ

ス
、
水
道
、
電
氣
、
交
題
,
住
宅

等
)
大
衆
供
給

の
統
制

と
改
艮
な
す
ろ
。
貧
窮
者

の
赴
會
的
扶
助

を
す

る
。
更
に
公
営

事
業

に
対
し

公
的
統

制
な
な

す
お
め
榮
働
大

衆
々

結
合

し
て
以
て
闘
争

な
集
中

ぜ
し
め
る
。
故
に
公
営

化

た
遽
け
う
な
ら
ば
、
地
方
團
體

の
多
数
住
民

層
に

こ
れ
ら

の
利
益

な
失
ふ
。

の
み

な
ら
す
、
公
営

を
排
し

て
私
會
瓶
譲

渡
若
く
ば
混
合
経
営

が
出
現
・し
た
な
ら
ば
、
公
営

事
業

に
対
す

う
労
働

大
衆
の
公
的
統
制
力
は
弱
め

ら

ろ

(
D
i
e
 
K
o
m
m
u
n
e
,
 
9
 
J
g
.
 
N
r
.
 
1
3
.
 
1
9
2
9
.
 
S
.
 
1
0
3

)

こ

ム
に
地
方
團
體

住
民
暦

の
多
数
を

占

む
る
労
働

者
集
團

が
公
営

事
業

の
資
本

主
義
化

に
抗
争
す
る
の
理
由

の

一
端

が
み

い
だ
さ
れ

ろ
。
そ
れ
は
同
時
に
地
方
團
體

殊

に
都
市
が
経
済
團
體

と
・し
て
の
発
展

を
な

経
済
團
體
と
し
て

の
都
市
の
発
展

(
第

一
管
第

一
號
)

C

一
〇

一



纏
濟
團
體

と
し

て
の
都
市

の
発
展

(
第

一
巻
第

一
競
)

c

一
〇
二

す
…楊
合

に
於

い
て
最
も

重
要
な
ろ
意
義

な
な
す
o

五
、
結

語

都
市
は
か
く
の
如
く
経
済

團
罷
と
し
て
獲
展
し
た
。
即
ち
.
都
市
は
地
域
團
體

と
し
て
の
城
廓
を
脱
出
し
て
経
済
的
活
動
を
活
濃

な
ら
し
め
た
が
,
こ

㌧
に
都
市
を
再
び
地
域
團
鐙
と
し
て
の
行
政
的

・
政
治
的
塵
劃
に
追
ひ
込
め
て
以
て
都
市

に
於
け
る
利
益

の
聾

断
を
敢
て
せ
ん
と
す
る
者
が
あ
ら
は
れ
た
。
し
か
し
乍
ら
都
市
は
生
長
し
発
展

す
る
。
都
市
多
数
の
住
民
麿
は
、
自
衛

の
た
め
に
・

か
く
の
如
き
都
市
の
獲
展
を
み
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

(
編
岡
二
九三
三

・二
一・)。


